
証券コード 7571

2025年６月12日

（電子提供措置の開始日 2025年６月５日）

株 主 各 位
東京都渋谷区代々木一丁目30番７号

株式会社ヤマノホールディングス

代表取締役社長 山 野 義 友

第39回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第39回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知

申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット

上の下記ウェブサイトに電子提供措置事項を掲載しております。

＜当社ウェブサイト＞

https://www.yamano-hd.com/ir/general_meeting/

電子提供措置事項は、東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

にも掲載しております。「銘柄名(会社名)」に「ヤマノホールディングス」又は「コー

ド」に「7571」（半角）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」の順に選択

して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

＜東京証券取引所ウェブサイト＞

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

当日のご出席に代えて郵送又はインターネットによって議決権を行使することがで

きます。お手数ながら電子提供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」をご検討いた

だき、2025年６月26日（木曜日）午後６時までに議決権を行使くださいますようお願

い申し上げます。

敬 具
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記

１．日 時 2025年６月27日（金曜日）午前10時

２．場 所 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目31番11号

住友不動産新宿南口ビル４階

（会場が前回と異なっておりますので、お間違いのないようご注

意ください。）

３．目的事項

報 告 事 項 １. 第39期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結

計算書類監査結果報告の件

２. 第39期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 取締役６名選任の件

第２号議案 当社と株式会社ヤマノプラスとの吸収合併契約承認の件

以 上

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出く
ださいますようお願い申し上げます。また、資源節約のため、この「招集ご通知」
をご持参くださいますようお願い申し上げます。

◎ 株主様にご送付している書面（第39回定時株主総会招集通知）は、書面交付請求
に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。なお、法令及び定款第16
条の規定に基づき、下記の事項を記載しておりません。したがって、当該書面は
監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であ
ります。
・連結注記表
・個別注記表

◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内
容を掲載させていただきます。

◎ 会社法改正により、電子提供措置がとられた株主総会参考書類等については、基
準日までに書面交付請求をいただいた株主様に限り、書面でお送りすることとな
りましたが、本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に
従前どおりお送りしております。
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同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。

開会直前には会場受付が大変混雑いたしますので、お早めのご来場をお

願い申し上げます。

議決権行使方法についてのご案内

下記いずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

（1）�書面とインターネット（「スマート行使」を含む。）により二重に議決権を行使された場合は、インター

ネット（「スマート行使」を含む。）によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

（2）�インターネット（「スマート行使」を含む。）により議決権を複数回行使された場合は、最後に行わ

れたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

重複して行使された議決権の取扱いについて

インターネットによる議決権行使に関して、パソコンやスマートフォンの操作方法がご不明な場
合は、以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

�0120-652-031（9:00～21:00）

事前の議決権行使をいただく場合

当日ご出席いただく場合

2025年６月26日（木曜日）

午後６時到着分まで

2025年６月26日（木曜日）

午後６時行使分まで

2025年６月27日（金曜日）午前10時

2025年６月26日（木曜日）

午後６時行使分まで

同封の議決権行使書用紙に議案

に対する賛否をご表示いただき、

行使期限までに当社株主名簿管

理人に到着するようご返送くだ

さい。議決権行使書面において、

議案に賛否の表示がない場合は、

賛成の意思表示をされたものと

して取り扱わせていただきます。

同封の議決権行使書用紙の右

下「スマートフォン用議決権行

使ウェブサイトログインQRコー

ド®」をスマートフォンかタブ

レット端末で読み取ります。

にアクセスし、同封の議決権行

使書用紙に記載の議決権行使

コード及びパスワードをご利用

のうえ、画面の案内に従って�

議案に対する賛否をご登録くだ

さい。

パソコン、スマートフォン等から、

議決権行使ウェブサイト

https://www.web54.net

書面による議決権行使

株主総会へ出席

「スマート行使」によるご行使

行使期限行使期限

株主総会開催日時

行使期限

インターネットによるご行使

詳細につきましては次頁

をご覧ください。

詳細につきましては次頁

をご覧ください。
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議決権行使書

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブ

サイトログインQRコード®」をスマートフォンかタブレット端末で読

み取ります。

表示されたURLを開くと

議決権行使ウェブサイト画面が開きます。

議決権行使方法は２つあります。

画面の案内に従って各議案

の賛否をご入力ください。

「次へすすむ」

をクリック

同封の議決権

行使書用紙に

記載の「議決

権行使コード」

をご入力くだ

さい。

同封の議決権

行使書用紙に

記載の「パス

ワード」を入

力し、新しい

パスワードを

登録ください。

確認画面で問題なければ�

「この内容で行使する」

ボタンを押して行使完了！

※議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主さまのご負担となります。

※インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする 議決権行使ウェブサイトへアクセスする

議決権行使ウェブサイトを開く ログインする

パスワードを入力する各議案について

個別に指示する

全ての会社提案議案に

ついて「賛成」する

※�QRコード®は、

株式会社デン

ソーウェーブの

登録商標です。

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QR

コード®を読み取り、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決

権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要がありま

す（パソコンから、議決権行使ウェブサイト� https://www.

web54.net�へ直接アクセスして行使いただくことも可能です）。

https://www.web54.net

以降は画面の案内に従って

賛否をご登録ください。

「スマート行使」によるご行使 インターネットによるご行使

議決権行使コード

パスワード

見本
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事 業 報 告

(2024年４月１日から
2025年３月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及び成果

当期における国内経済は、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の拡大を

背景に、緩やかな回復基調で推移しました。一方で、不安定な国際情勢に伴う原

材料価格の高騰や為替変動による物価上昇に加え、深刻な人手不足に起因する人

件費の上昇が続き、景気の先行きは依然として不透明な状況が続きました。

このような経営環境のもと、当社グループは2024年５月に当社グループの果た

す使命（ミッション）を「豊かさと彩りあるライフスタイルを創造し続けます」

とし、2030年をゴールとするビジョンを「従業員が投資したくなる会社へ」と定

めました。このビジョン実現に向けて「中期経営計画～Tsunageru2027～」を策

定し、2025年３月期からの３年間を経営基盤の更なる充実を図る期間と位置付け

ました。本計画では、①人的資本をより活かす経営、②既存事業の収益安定化、

③資本コストや株価を意識した経営を重点取り組み事項とし、各施策を開始しま

した。初年度である当期においては、最終利益の黒字化を目標として掲げ、特に

「既存事業の収益安定化」に注力し、重点施策として「営業体制の最適化」「不振

事業の構造改革」「伸長事業の盤石化」に取り組みました。

当連結会計年度の連結業績については、各セグメントの状況に応じて取り組ん

だ施策が着実に機能した結果、全セグメントにおいて収益性が改善したことで増

収増益を達成し、最終利益の黒字化を実現しました。

連結売上高については、収益安定化施策の一環で進めた不採算店舗の閉鎖や拠

点統廃合の影響で、美容事業、ＤＳＭ事業は減収となったものの、2023年12月に

グループ入りした学習塾を運営する株式会社灯学舎の寄与により、教育事業が前

年比26.3％と大きく伸長し、139億64百万円（前期比0.9％増）となりました。

損益面については、各重点施策の進展により全セグメントで前年実績を上回っ

た結果、EBITDAは３億68百万円（前期比66.7％増）、営業利益は２億56百万円

（前期比153.9％増）、経常利益は２億36百万円（前期比131.4％増）となりまし

た。親会社株主に帰属する当期純利益については、投資有価証券評価損の計上が

あったものの、41百万円（前期は親会社株主に帰属する当期純損失28百万円）と

なりました。
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セグメント別の業績は、次のとおりです。

・美容事業

美容事業においては、営業資源の有効活用に向け不採算店舗の閉鎖を進めたこ

とで、前年比で８店舗減少しました。また、出店エリアの顧客層の変化に対して

は、多様なサロン形態を有する強みを活かし、2024年５月に２店舗目となる店舗

業態転換を実施したほか、独立志向の従業員に対してはＦＣ化を提案する等、営

業体制の最適化に取り組みました。以上の結果、売上高は17億76百万円（前期比

8.0％減）となりました。損益面については、不採算店舗の閉鎖による固定費の

削減、一人当たり生産性の向上を目指した現場オペレーションの改善等を進めた

結果、セグメント利益は25百万円（前期比310.6％増)となりました。

美容事業では、引き続き、社員教育の強化による一人当たり生産性の向上、付

加メニュー提案強化等によるサービス単価の向上、出店エリアの顧客特性に合わ

せた店舗業態への転換やＦＣ化等を引き続き推進していくことに加え、美容事業

子会社である株式会社ヤマノプラスを当社に吸収合併を行う予定であり、この事

業再編によって、人材の相互交流、商品・サービス提供力の向上など和装宝飾を

はじめとした他事業とのシナジーを強化し、また管理業務の効率化を推進し、よ

り一層の収益安定化を図ってまいります。

・和装宝飾事業

和装宝飾事業においては、着物のメンテナンスサービスの強化や展示販売会に

おける集客強化等に注力した結果、堅調に推移しました。また、納品の遅れとい

う課題については、納品の進捗管理体制の見直し等を行うことで徐々に解消さ

れ、第４四半期に商品の引渡しが集中した際も、計画どおりに対応することがで

きました。

売上高については、営業資源の有効活用に向け不採算店舗の閉鎖等により店舗

数は10店舗減少しましたが、各店舗における販売施策が奏功し１店舗当りの平均

売上高が上昇した結果、95億82百万円（前期比0.0％増）となりました。損益面

については、新規顧客獲得に向けたキャンペーン施策が想定以上に好調だったこ

とで粗利率がやや低下したものの、不採算店舗の閉鎖により固定費削減等が寄与

し、セグメント利益は１億81百万円（前期比30.5％増）と大きく改善しました。

和装宝飾事業では、時代に沿った店頭商材の強化や「前楽結び着方教室」の開

催を通じて、着物ファンの拡大を推進しております。また、各店舗や各エリアに

おいては「きもの会」を企画し、お客様が着物を着て楽しむ機会を積極的に提供

しております。引き続き、お客様へのソフトと価値の提供を強化し顧客満足度の

向上を図ってまいります。

― 6 ―

2025年05月29日 11時20分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



・ＤＳＭ事業

ＤＳＭ事業においては、販売員や顧客の高齢化等により依然厳しい状況が続く

中、拠点の統廃合を実施した影響や販売員稼働数の低下等もあり、売上高は８億

34百万円（前期比4.0％減）となりました。一方、損益面では拠点統廃合による

固定費の削減、コスト管理の更なる強化等を進めた結果、セグメント損失は31百

万円（前期はセグメント損失49百万円）と改善いたしました。

ＤＳＭ事業では、引き続き、顧客数を増やすための紹介キャンペーンの実施や

休眠顧客の深耕開拓、さらに提案商品や動員企画の見直し等を図ることで販売員

稼働数の向上につなげるとともに、運営体制の効率化を図り収益改善に努めてま

いります。

・教育事業

教育事業においては、株式会社マンツーマンアカデミー及び東京ガイダンス株

式会社が前期に引き続き順調に推移いたしました。加えて、2023年12月に教育事

業の３社目として新たにグループ入りした株式会社灯学舎が期初より寄与したこ

とにより、売上高は14億53百万円（前期比26.3％増）と伸長しました。損益面に

ついては、既存２社が順調に推移し、コスト管理の適正化が図られ、セグメント

利益は１億23百万円（前期比30.2％増）と大幅に増加し、事業の盤石化が進展い

たしました。

教育事業では、「スクールIE」のブランド特色を活かし他社差別化を図るとと

もに、キャリアアップ研修の充実や様々な育成プログラム等を推進し、社員育成

の仕組み化に注力しています。また、オンライン教育の充実を推進し、更なる顧

客満足度向上につなげ、安定的な収益確保に努めてまいります。

・その他の事業

その他の事業については、株式会社ヤマノセイビングの前払い式特定取引業に

よる手数料収益、一般社団法人日本技術技能教育協会の着物着付け教室の運営収

益、及びリユース事業を営む株式会社ＯＬＤ ＦＬＩＰの収益が含まれています。

売上高については店舗販売の増加により、売上高は３億18百万円（前期比3.7％

増）となりました。損益面については株式会社ＯＬＤ ＦＬＩＰにおいて、収益

改善に向けた構造改革を進めた結果、売上総利益率の改善、固定費の削減等によ

り、セグメント損失は23百万円（前期はセグメント損失69百万円）と大きく改善

いたしました。

株式会社ＯＬＤ ＦＬＩＰについては、拡大が期待されるリユース市場に対し、

キャンペーン販売やSNSを活用したマーケティングの強化に加え、回収品に新た

な付加価値を付けたアップサイクル商品の販売を強化し、収益の改善に取り組ん

でまいります。
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(2) 設備投資の状況

当連結会計年度において、実施した企業集団の設備投資の総額は、１億91百万

円で、その主なものは営業拠点の改修及び販売物流システムの開発等であります。

(3) 資金調達の状況

当連結会計年度において、短期借入金が３億円減少、長期借入金で２億円を調

達し、長期借入金の返済を４億31百万円実施しております。

(4) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

(5) 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

(6) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

(7) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当事項はありません。
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(8) 企業集団が対処すべき課題

（１）会社の経営の基本方針

当社グループは、企業理念「美道五原則 髪・顔・装い・精神美・健康美」に基

づく事業の拡大を図るとともに、事業を通じて社会課題の解決へ向けた貢献を目

指しております。

この基本方針のもと、2024年５月に「中期経営計画～Tsunageru2027～」を発表

し、当社グループの果たすべき使命であるミッションを「豊かさと彩りあるライ

フスタイルを創造し続けます」とし、さらに、2030年をゴールとしたビジョンを

「従業員が投資したくなる会社へ」と定めました。当社が持続的な成長をしていく

ためには、お客様から選ばれ続ける会社でなければなりません。その前提として、

日々、お客様やお取引先様と接し、当社の状況を一番理解している従業員が、ま

ず、投資したくなるような会社にならなければならないという思いが、このビジ

ョンに込められております。

（２）当社のビジネス成長モデル

当社グループは、これまでも企業理念である美道に基づき、対象企業と従業員

全員を受け入れる友好的な「Win-WinのＭ＆Ａ」を数多く成功させてきた事業投資

会社であります。本中期経営計画期間においては、独自の技術やノウハウを持ち

国内外の経済を支えつつも、後継者不足等に課題がある中小企業を対象とする、

「事業承継型Ｍ＆Ａ」を積極的に推進してまいります。この「事業承継型Ｍ＆Ａ」

においては、これまでのＰＭＩの成功実績で培ってきた知的資産を活かし、経営

管理面を全面的にバックアップいたします。対象会社が営業活動により専念し、

持てる強みを最大限に発揮することで、当社グループとしての企業価値を向上さ

せてまいります。

（３）中期経営計画の進捗状況

中期経営計画の初年度となる2025年３月期については、重点取り組み事項であ

る「既存事業の収益安定化」策に注力し、各セグメントに応じて推進した施策が

着実に機能した結果、計画を概ね達成することができました。

２年目となる2026年３月期においては、着実に成長軌道に乗せることを目指し、

事業ポートフォリオの最適化を一層推進してまいります。既存事業の安定的な強

化を図るとともに、ライフスタイル関連領域における新規事業の開拓を進め、さ

らなる成長に向けた収益基盤の構築と価値創造に取り組んでまいります。

これに伴い、前期に重点取り組みとして掲げていた「既存事業の収益安定化」

は、中長期的視点での「事業ポートフォリオの最適化」へと再定義いたします。

「人的資本をより活かす経営」及び「資本コストや株価を意識した経営」に関する

取り組みについては、継続して推進してまいります。事業ポートフォリオの最適

化を進めていく上で、必要となる人財力の強化に取り組むとともに、投資家との

対話の拡充や情報発信力の向上を通じて、成長期待感の醸成につなげてまいりま

す。
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なお、2026年３月期においては、中期経営計画に沿った成長戦略の実行及び進

捗の適切な管理・評価を行う観点から、報告セグメントの変更を行います。前期

まで５つに分かれていたセグメントを、「ニューバリューセグメント」と「コアバ

リューセグメント」の２つに再編し、それぞれの役割と戦略を明確化いたします。

「ニューバリューセグメント」については、当社の成長を牽引する領域と位置

付け、2020年以降に開始した教育・リユース・フォト事業を対象とし、積極的な

投資と事業拡大を進めてまいります。今後はさらに、成長ポテンシャルを有する

新たな領域への投資を視野に入れ、継続的な事業拡大を目指します。

「コアバリューセグメント」については、安定した収益を担う既存事業群（和

装宝飾、美容、ライフプラス（旧ＤＳＭ）、リユース事業を除くその他の事業）と

位置付け、成熟市場における効率化を進めるとともに、利益の安定化とキャッシ

ュ・フローの最大化を図ってまいります。

（４）2026年３月期重点取り組み

中期経営計画の２年目にあたり、計画実現に向けた重要な時期と位置付け、経

営基盤のさらなる強化を図るべく、以下の重点取り組みを対処すべき課題として、

グループ一体となって取り組んでまいります。

①事業ポートフォリオの最適化

新たに再編した戦略的セグメント体制のもと、それぞれの事業において競争優

位性の強化に取り組み、持続的な企業価値の向上を目指します。各事業領域にお

ける商品力・サービス力の向上を図るとともに、当社グループの特徴である多様

な業種展開を活かし、事業間の連携を深化させることで、シナジーの最大化を推

進してまいります。更に、当社のビジネス成長モデルである「事業承継型Ｍ＆Ａ」

を通じて、地域経済を支える中小企業との競争パートナーシップを推進し、事業

ポートフォリオの戦略的拡充を図ってまいります。Ｍ＆Ａの実行後は、着実なＰ

ＭＩを推進し、グループ入りした会社の強みを更に引き出すことで、当社グルー

プ全体としての競争力と企業価値のさらなる向上につなげてまいります。
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②人的資本をより活かす経営

当社グループには、創業以来培ってきた顧客ネットワークと、そこに蓄積され

た豊富なノウハウがあります。これを最大限に活かすため、人財力の強化及びナ

レッジの共有による生産性向上を図ってまいります。具体的には、成長を支える

人財の採用及び育成を推進するとともに、次世代マネジメント人財の計画的な育

成を進めてまいります。また、従業員のモチベーションを高める制度や環境の整

備にも注力し、企業としての持続的な成長を支える人的資本の最大活用を目指し

てまいります。

③資本コストや株価を意識した経営

当社グループは、株主からの資金及び金融機関からの借入金を活用して事業を

運営しており、その調達コストを上回る利益を安定的に生み出すことが、株主価

値の向上には不可欠であると認識しております。こうした認識のもと、投資家と

の接点拡大に向けたＩＲ活動の強化や、経営へのフィードバックを促す建設的な

対話の推進、市場の理解促進を目的とした情報開示及び発信力の向上に取り組ん

でまいります。これらの施策を通じて、収益性の改善、資本効率の向上、並びに

株価水準の持続的な向上を実現してまいります。
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(9) 財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

（単位：百万円）

区 分
第 36 期
(2021年度)

第 37 期
(2022年度)

第 38 期
(2023年度)

第 39 期
(2024年度)

(当連結会計年度)

売 上 高 13,175 13,904 13,837 13,964

経 常 利 益 265 286 102 236

親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失(△)

101 173 △28 41

１株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) 2.91円 4.98円 △0.83円 1.20円

総 資 産 9,297 9,357 8,647 7,956

純 資 産 1,165 1,331 1,223 1,327

(注) 1. １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)は、自己株式を控除した期中平均発行
済株式総数により算出しております。

2． 第32期より業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（ＢＢＴ）」を導入しており、株主資本
に自己株式として計上されている「株式給付信託（ＢＢＴ）」に残存する自社の株式は、１
株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)の算定上、期中平均株式数の計算にお
いて控除する自己株式に含めております。

② 当社の財産及び損益の状況
（単位：百万円）

区 分
第 36 期
(2021年度)

第 37 期
(2022年度)

第 38 期
(2023年度)

第 39 期
(2024年度)
(当事業年度)

売 上 高 8,409 7,845 7,059 7,232

経 常 利 益 250 292 274 176

当期純利益又は当期純損失(△) 109 207 58 △144

１株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) 3.15円 5.95円 1.66円 △4.13円

総 資 産 7,375 7,370 6,928 6,546

純 資 産 1,105 1,305 1,284 1,203

(注) 1. １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)は、自己株式を控除した期中平均発
行済株式総数により算出しております。

2． 第32期より業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（ＢＢＴ）」を導入しており、株主資本
に自己株式として計上されている「株式給付信託（ＢＢＴ）」に残存する自社の株式は、１
株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めて
おります。
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(10) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当社の

議決権比率
主要な事業内容

株式会社すずのき 10,000千円 100.0％ 和装品、毛皮品等の販売

株式会社ヤマノプラス 500千円 100.0％ 美容室、ネイルサロンの経営

株式会社マンツーマンアカデ
ミー

10,000千円 100.0％ 学習塾の経営

東京ガイダンス株式会社 10,000千円 100.0％ 学習塾の経営

株式会社灯学舎 9,000千円 100.0％ 学習塾の経営

株式会社ＯＬＤ ＦＬＩＰ 5,000千円 100.0％ 古着の買取、販売

株式会社ヤマノセイビング 100,000千円 100.0％
割賦販売法に基づく前払式特定
取引による商品売買の取次

(注) 当社の企業集団は、上記②記載の重要な子会社を含め、当社及び連結子会社8社であります。

(11) 主要な事業内容（2025年３月31日現在）

① 企業集団の主要なセグメントの内容
当社グループの主要な事業は、美容室の運営及び和装品、宝飾品、毛皮、洋

装品、寝装品、健康関連商品の販売並びに学習塾の経営であります。

事業部門 事業内容

美容事業 美容室、ネイルサロンの運営

和装宝飾事業 和装品、宝飾品、毛皮等の販売

ＤＳＭ事業 家電、洋装品、宝飾品、健康関連商品等の催事販売及び訪問販売

教育事業 学習塾の運営

その他事業 前払式特定取引業、リユース事業、着物着付に関する普及、検定等

② 当社の主要な事業の内容
当社は、企業理念である美道五原則「髪・顔・装い・精神美・健康美」に基

づき、和装品、宝飾品、洋装品、寝装品、健康関連商品の販売等を行っており
ます。

事業部門 事業内容

和装宝飾事業 和装品、宝飾品の販売

ＤＳＭ事業 家電、洋装品、宝飾品、健康関連商品等の催事販売及び訪問販売
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(12) 主要な事業所（2025年３月31日現在）

① 当社 本社 東京都渋谷区代々木一丁目30番７号

営業店舗

部 門
店 舗 数 及 び
事 業 所 数

地 域 別

和装宝飾事業 63店舗
東北7 関東27 中部北陸5
近畿7 中国四国4 九州沖縄13

ＤＳＭ事業 34事業所
北海道2 東北8 関東5 中部北陸7
近畿4 中国四国3 九州沖縄5

② 主要な子会社の名称及びその所在地

会 社 名 所 在 地

株式会社すずのき 東京都渋谷区

株式会社ヤマノプラス 東京都渋谷区

株式会社マンツーマンアカデミー 千葉県旭市

東京ガイダンス株式会社 東京都大田区

株式会社灯学舎 東京都渋谷区

株式会社ＯＬＤ ＦＬＩＰ 埼玉県久喜市

株式会社ヤマノセイビング 東京都渋谷区

(13) 従業員の状況（2025年３月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

545名（1,212名） △30名

(注) 従業員数は就業人員であり、パート及び嘱託は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載して
おります。

② 当社の従業員の状況

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

222名(290名) △２名 51.3歳 12.6年

(注)1. 従業員数は就業人員であり、パート及び嘱託は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載して
おります。

2. 従業員数には、子会社への出向者は含んでおりません。
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(14) 主要な借入先及び借入額（2025年３月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 横 浜 銀 行 774,227千円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 713,243千円

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 705,965千円

株 式 会 社 千 葉 銀 行 256,600千円

株 式 会 社 北 陸 銀 行 91,670千円

東 京 東 信 用 金 庫 52,800千円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 50,000千円

株 式 会 社 関 西 み ら い 銀 行 36,683千円

株 式 会 社 東 日 本 銀 行 3,314千円

(15) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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2. 会社の株式に関する事項
(1) 発行可能株式総数 88,000,000株

(2) 発行済株式の総数 35,266,189株 (自己株式563,869株を除く。)

(3) 株主数 5,416名

(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株式会社ヤマノネットワーク 4,838千株 13.7％

山野 義友 3,848 10.9

株式会社ヤマノビューティーメイ
トグループ

3,408 9.7

山野 功子 2,118 6.0

山野美容商事株式会社 1,919 5.4

伊藤 和則 1,333 3.8

ＵＢＳ ＡＧ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ 1,062 3.0

ＹＨＣ取引先持株会 1,004 2.8

ＹＨＣ従業員持株会 906 2.6

山野 幹夫 424 1.2

(注) １．持株比率は自己株式を控除して計算しております。
２. 自己株式には、株式給付信託（ＢＢＴ）導入に際して設定した株式会社日本カストディ銀

行(信託E口)が所有する390千株を含んでおりません。
３．当社は、自己株式563千株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
該当事項はありません。

(6) その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

3．会社の新株予約権等に関する事項
(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状

況
該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権等
の状況
該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等の状況
該当事項はありません。

― 16 ―

2025年05月29日 11時20分 $FOLDER; 16ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



4．会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の状況

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役 社 主 山 野 功 子
株式会社すずのき取締役社主
他会社の代表取締役を兼務

代 表 取 締 役 社 長 山 野 義 友
株式会社すずのき代表取締役会長
他子会社の代表取締役を兼務

取 締 役 岡 田 充 弘
専務執行役員管理本部長
他子会社の取締役を兼務

取 締 役 松 尾 茂 Atlas Technologies株式会社社外取締役

取 締 役 公 文 裕 子
山野美容芸術短期大学客員教授
一般社団法人ウエルネスアカデミー理事

取 締 役 川 嶋 治 子
ウーマンズリーダーシップインスティテュート株式
会社代表取締役ＣＥＯ
株式会社ＨＵＧＥ社外取締役

常 勤 監 査 役 田 中 博 明
株式会社すずのき監査役
他子会社の監査役を兼務

監 査 役 灰 原 芳 夫
灰原公認会計士事務所代表
株式会社アミューズ社外監査役

監 査 役 福 原 竜 一 虎ノ門カレッジ法律事務所代表

(注) 1. 取締役松尾茂、公文裕子、川嶋治子の３名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役で
あります。なお、当社は、松尾茂、公文裕子及び川嶋治子の各氏を東京証券取引所（スタ
ンダード市場）の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に対して届出を行って
おります。

2. 監査役灰原芳夫及び福原竜一の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役でありま
す。なお、当社は、灰原芳夫及び福原竜一の両氏を東京証券取引所（スタンダード市場）
の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。

3. 監査役灰原芳夫氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当の知見を
有するものであります。
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(2) 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び監査役全員と会社法第423条第１項の賠償責任を限定す

る契約を締結しており、当該契約に基づき賠償責任限度額は、会社法第425条第１
項に定める額を責任の限度としております。

(3) 補償契約の内容の概要
該当事項はありません。

(4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会

社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役、
監査役、執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契
約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる訴訟費
用及び損害賠償金等が填補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執
行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であ
ることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象となら
ないなど、一定の免責事由があります。

(5) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、「決定方針」
といいます。）を取締役会において定めており、その概要は以下のとおりです。
1.金銭報酬等の額又はその算定の決定方針

「基本報酬」は株主総会で報酬総額の範囲を決議し、取締役会にて役位、
担当職務、貢献度等を総合的に勘案し決定されます。「賞与」は単年度の連結
営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益の計画に対する達成度を基本と
して、個人別の額は、取締役会にて役位、担当職務、貢献度等を総合的に勘
案し決定されますが、賞与総額は基本報酬との合算で株主総会で決議された
報酬総額を超えない範囲とします。

2.業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び業績連動報酬等の額又は数の算定
方法
業績連動報酬については、対象役員に対し、事業活動拡大と収益力向上を

インセンティブとすることを目的とし、業績指標は、役位ごと、利益計画の
達成度や貢献度を評価する指標を設定されます。

3.非金銭報酬の内容及びその額もしくは数又はその算定方法の決定方針
株式報酬制度は、対象役員に対し、事業活動拡大と収益力向上をインセン

ティブとすることを目的とした業績連動型株式報酬とします。交付される株
式数は、あらかじめ取締役会で決定された基準株価に役位ごと定められた業
績連動係数を乗じて計算されます。

4.取締役の個人別の報酬等の額に対する上記1.2.3.の割合
代表取締役会長及び代表取締役社長の報酬額を最上位として、役位が下が

るにつれて報酬額を低減することとしています。また業績連動報酬について
は、基本報酬に対する割合を7.5％～40％となるよう設計し、１年間の支給金
額総額上限をあらかじめ定めており、また金銭による業績連動報酬と非金銭
（株式）による業績連動報酬の概ねの割合を定めております。
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5.取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定方針
基本報酬は月額固定報酬として支給し、業績連動型株式報酬は、毎事業年

度ごとに業績目標の達成度に応じたポイントを付与し、退任時に累積ポイン
トに応じた株式が交付されます。
業績連動型株式報酬の内容については、担当取締役が原案を作成し、事前

に代表取締役社長と社外取締役の確認を得た上で、取締役会で決定すること
としており、また役員の在任期間中に不正・違反行為等があった場合は、業
績連動型株式報酬の一部又は全部を制限することと定めております。

6.取締役の個人別の報酬等の決定についての委任に関する事項
取締役の個人別の基本報酬の額について権限を有する者は、取締役会から

一任を受けた代表取締役としております。委任を受けた代表取締役は、独立
社外取締役の見解を踏まえて報酬の決定を行います。

当社は、2021年２月17日開催の取締役会において、決定方針を決議するととも
に当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容について、決定方針との整合
性を含めた多角的な検証を行い、決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から、固

定報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は監査役の協議によって決定されてお
ります。

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、1990年11月15日開催の第４回定時株主総会におい

て年額180百万円以内と決議されております(使用人分給与は含まない)。当該定
時株主総会終結時点の取締役の員数は６名(うち社外取締役３名)です。また、
業績連動型株式報酬については、2016年6月29日開催の定時株主総会決議に基づ
き株式報酬制度「BBT制度」を導入しております。また、2021年6月29日開催の
定時株主総会において、取締役等に給付される当社株式等の数の上限を定めて
おります。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は６名(うち社外取締役３
名)です。
監査役の金銭報酬の額は、1990年11月15日開催の第４回定時株主総会におい

て年額36百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査
役の員数は３名です。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役会決議に基づき、取締役の個人別の基本報酬及び賞与の額の

決定権限を代表取締役社長山野義友に委任しております。これら権限を委任し
た理由は、代表取締役社長は、各取締役の役位、担当職務、貢献度等を総合的
に勘案した上で個人別の具体的な評価を行う立場にあることから、決定方針に
沿うものであると判断したためであります。
当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役会は、取

締役の報酬額合計額が株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内で
あることを確認しており、また決定方針において、委任を受けた代表取締役は、
独立社外取締役の見解を踏まえて報酬の決定を行うことを定めております。
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④ 業績連動報酬等に関する事項及び非金銭報酬等の内容
当社取締役及び執行役員並びに当社子会社の一部の取締役及び執行役員に対

し、グループの事業活動拡大と収益力向上をインセンティブとすることを目的
として、株式報酬制度「ＢＢＴ制度」を導入しております。
当制度は、取締役在任期間中に業績に応じて一定のポイントを付与し、退任

時に累積ポイントに応じた当社株式を、信託を通じて交付する制度であり、付
与ポイントの算定式は以下のとおりであります。

（付与ポイントの算定式）
基本報酬×業績連動係数（※）÷基準株価（ＢＢＴ信託取得簿価）
(※)業績連動係数の指標は、役位ごと、次のとおり定めております。

役位 業績連動係数の指標

取締役社長・社主 連結営業利益及び連結営業利益率

取締役兼事業部門執行役員 主管事業部門の貢献利益及び貢献利益率

上記以外の取締役 連結営業利益及び連結営業利益率

指標とする利益が定められた基準を下回る場合、業績連動係数は零となります。
業績連動報酬の指標は、業績との連動を強化することで、事業活動拡大と収益

力向上をインセンティブとし、企業価値の向上を図るため、上記指標を選択して
おります。
（当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績）

指標 目標（百万円） 実績（百万円）

連結営業利益 450以上 256

主管事業部門の貢献利益 210以上 △14～246

⑤ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

区 分

報酬等

の総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象とな
る役員の
員数（人）基本報酬 賞与

業績連動

報酬等

非金銭

報酬等

取 締 役

(うち社外取締役)

64,590

(13,200)

64,590

(13,200)

－

(－)

－

(－)

－

(－)

８

(３)

監 査 役

(うち社外監査役)

15,150

(8,400)

15,150

(8,400)

－

(－)

－

(－)

－

(－)

５

(３)

合 計 79,740 79,740 － － － 13

(注) 当事業年度末現在の在籍人員は、取締役６名、監査役３名であります。支給人員は13名でありま

す。
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(6) 社外役員に関する事項
① 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人

等との関係

区 分 氏 名 重 要 な 兼 職 の 状 況 当該他の法人等との関係

社外取締役

松 尾 茂
Atlas Technologies株式会社
社外取締役

特別な関係はありません。

公 文 裕 子
山野美容芸術短期大学客員教授 特別な関係はありません。

一般社団法人ウエルネスアカデミー
理事

特別な関係はありません。

川 嶋 治 子

ウーマンズリーダーシップインステ
ィテュート株式会社代表取締役
ＣＥＯ

特別な関係はありません。

株式会社ＨＵＧＥ 社外取締役 特別な関係はありません。

社外監査役
灰 原 芳 夫

灰原公認会計士事務所 代表 特別な関係はありません。

株式会社アミューズ 社外監査役 特別な関係はありません。

福 原 竜 一 虎ノ門カレッジ法律事務所 代表 特別な関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

社外取締役

松 尾 茂

当事業年度の取締役会16回のうち16回に出席し、企業経営に関す
る豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般や経営戦略
に関する意見・助言を適宜行い、取締役会の意思決定の妥当性・
適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

公 文 裕 子

当事業年度の取締役会16回のうち16回に出席し、企業経営に関す
る豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般や経営戦略
に関する意見・助言を適宜行い、取締役会の意思決定の妥当性・
適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

川 嶋 治 子

当事業年度の取締役会16回のうち16回に出席し、企業経営に関す
る豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般や経営戦略
に関する意見・助言を適宜行い、取締役会の意思決定の妥当性・
適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

社外監査役

灰 原 芳 夫

当事業年度の取締役会16回のうち15回に、また、監査役会13回の
うち13回に出席し、必要に応じ、主に公認会計士としての専門的
見地から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持についての
発言を行っております。

福 原 竜 一

2024年６月27日就任以降、当事業年度の取締役会12回のうち12回
に、また、監査役会９回のうち９回に出席し、必要に応じ、主に
弁護士としての専門的見地から、当社のコンプライアンス体制の
構築・維持についての発言を行っております。

③ 社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
社外取締役には、業務執行者から独立した立場で会社経営を客観的に監督を

行うこと、少数株主との利益相反の監督を行うことを役割として期待しており
ますが、当社の社外取締役３名は「②当事業年度における主な活動状況」に記
載しておりますとおり、取締役会の妥当性や適正性について様々な助言・提言
を行うほか、審議事項についてのリスクの指摘や改善策の提案等を行うなど、
当社経営の妥当且つ適正な意思決定に寄与しております。
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5．会計監査人に関する事項
(1) 会計監査人の名称 フェイス監査法人

(2) 会計監査人に支払うべき報酬等の額

支 払 額

報酬等の合計額 29,000千円

当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 29,000千円

(注)1．会計監査人の報酬等については、当社監査役会が、取締役、社内関係部署及び会計監査
人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前
の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠などを検討して同意したも
のであります。

2．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に
基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、
当事業年度に係る報酬等の額はこれらの合計額を記載しております。

(3) 当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人の当社の子会社の計算関係

書類監査の状況

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定方針

当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると

認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意により解任いたします。

また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発

生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査役会は会

計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に

基づき当該議案を株主総会に提案いたします。
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6．会社の体制及び方針
(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他業務の適正を確保するための体制
当社は、2006年５月23日の取締役会において上記体制につき、次のとおり決

議いたしました。また、2008年11月18日及び2010年３月19日並びに2015年５月
15日の取締役会において、一部改定しております。

会社法及び会社法施行規則に基づき、当社は、以下のとおりこの内部統制シ
ステムを整備する。

① 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制
当社は、コンプライアンス全体を統括する組織として、社長を委員長とし、

社外弁護士も参加する「コンプライアンス委員会」を設置する。コンプライア
ンスの推進については、「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、役員及び
従業員が、それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務
運営にあたるよう、研修等を通じ、指導する。

また、当社は、相談、通報体制を設け、役員及び従業員が、社内において内
部通報規程を設け、コンプライアンス違反行為が行われ、又は行われようとし
ていることに気がついたときは、総務人事部長、監査役又は社会保険労務士に
通報（匿名も可）しなければならないと定める。会社は、通報内容を秘守し、
通報者に対して、不利益な扱いを行わない。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法令、社内規程に基づき、文書等の保存を行い、取締役及び監査役

がこれら文書等を直ちに閲覧できる体制とする。
また、この社内規程と情報の管理については、監査役会の意見を得て、情報

セキュリティに関するガイドライン、個人情報保護に関する基本方針を定める
ことを含めて対応する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び当社企業グループ各社は、内部監査担当部門及びグループ内部監査

委員会が専門的な立場から、環境面、安全・衛生面、製品安全面、物流面での
内部監査を行う。

経理面においては、各部門長による自律的な管理を基本としつつ、経理部門
が計数的な管理を行うこととする。

当社は、リスク管理全体を統括する組織として「コンプライアンス委員会」
を設け、有事においては、社長を本部長とする「緊急対策本部」が統括して危
機管理にあたることとする。

なお、当社は、平時においては、各部門において、その有するリスクの洗い
出しを行い、そのリスクの軽減等に取り組むとともに、「経営危機管理規程」に
従い、会社全体として対応することとする。
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④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、職務権限・意思決定ルールの策定により取締役の職務執行の効率化

を図る。また、取締役会が機動的な判断ができるよう、取締役が出席する経営
会議を月１回開催して経営に必要な情報を即時に共有する。

また、当社取締役及び事業本部長並びに子会社の社長をメンバーとするトレ
ース会議を設け、重要テーマについて、充分な議論を行う。

業務の運営については、変化の激しい経営環境に機敏に対応するため、業務
の意思決定・監督機能と業務執行機能の違いを認識し、取締役会のチェック機
能を強化するため、執行役員制を導入している。執行役員は大幅な権限委譲の
もとで、取締役会で決定された方針について、その具体的な課題・問題につい
て協議・対応を機動的に行うこととする。

⑤ 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、当社企業グループ各社にコンプライアンス推進担当者を置くととも

に、コンプライアンス委員会がグループ全体のコンプライアンスを統括、推進
する体制とする。

また、グループ共通の「コンプライアンス・マニュアル」を策定するととも
に、相談、通報体制の範囲をグループ全体とする。

なお、関連会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定
期的な報告と重要案件についての事前協議を行う。

⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人並びにその使用人の取締役からの独立性に
関する事項
現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、今後、必要に応じて、

監査役の業務補助のため監査役スタッフを置き、同スタッフは、監査役から受
けた指示事項については取締役の指揮を受けないものとし、その人事について
は、取締役と監査役が意見交換を行う。

⑦ 監査役への報告体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保
するための体制
取締役又は従業員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があるこ

とを発見したときは無論、そのほかコンプライアンス、リスク管理などに関わ
る重要な事実を、直ちに監査役に報告する。

また、取締役は、監査役が行う監査業務につき、取締役又は従業員並びに当
社の会計監査人が全面的に協力する状況が備わるよう努める。

⑧ 財務報告に係る内部統制の推進に関する事項
当社は財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の定め

に従って、財務報告に係る内部統制システムを構築し、その有効性を評価、報
告する体制を整備し運用する。

⑨ 反社会的勢力の排除に関する事項
当社は市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは、一

切の関係を持たず、不当要求行為に対しては毅然とした態度で対応するととも
に、警察等の行政機関や外部専門機関等との連携・協力体制を構築する。
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⑩ 業務の適正を確保するための体制の運用状況

当社では上記に掲げた業務の適正を確保するための体制を整備しているが、

具体的には以下の取り組みを行っている。

ⅰ)主な会議の開催状況として、取締役会は16回開催され、取締役の職務執行の
適法性を確保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当
社と利害関係を有しない社外取締役が全てに出席している。その他、投資委
員会を３回、コンプライアンス委員会を12回、サステナビリティ委員会を４
回、トレース会議を50回開催している。

ⅱ)監査役は、監査役会を13回開催し、監査役会において定めた監査計画に基づ
き監査を行うとともに、当社代表取締役社長及び他の取締役、内部監査室、
会計監査人との間で意見交換を実施し、情報交換等の連携を図っている。

ⅲ)内部監査室は、内部監査計画に基づき、当社の各部門の業務執行及び子会社
の業務の監査、内部統制監査を実施している。また、内部監査連絡会を12回
開催し、当社代表取締役及び他の取締役、監査役に対し、業務監査及び内部
統制監査の報告を行っている。

(2) 株式会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

(3) 剰余金の配当等の決定に関する基本方針

当社は、配当金につきましては、財政状態などを総合的に勘案しつつ、業績

に応じた成果の配分を株主の皆様に行うことを基本方針としております。また、

株主の皆様へ、機動的な利益還元を行うことができるよう、取締役会決議によ

り、会社法第459条第１項に定める剰余金の配当をすることができる旨定款に定

めております。

内部留保につきましては、継続的な安定成長を目指しつつ、経営基盤の強化

のため、有効に活用してまいります。

また、自己株式につきましては、将来の株式価値の最大化を目的とした事業

再編を含む機動的な資本政策を実行可能とするため、必要に応じて自己株式の

取得を実施することとしております。

この基本方針に基づき、当期の剰余金の配当につきましては、１株につき１

円とさせていただきます。今後も安定的な利益還元が行えるよう努めてまいり

ますので、株主の皆様には、引き続き、ご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申

し上げます。
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連 結 貸 借 対 照 表
(2025年３月31日現在)

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

電 子 記 録 債 権

商 品

貯 蔵 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

工 具 器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

の れ ん

ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

6,077,215

2,438,983

2,127,578

6,591

1,250,436

109

266,457

△12,940

1,879,063

353,872

260,189

20,468

36,511

36,702

426,779

300,171

112,500

14,108

1,098,410

121,975

57,672

96,442

786,012

62,974

△26,665

流 動 負 債 4,817,620

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 751,296

電 子 記 録 債 務 693,399

短 期 借 入 金 1,040,000

1年内返済予定の長期借入金 345,045

リ ー ス 債 務 27,820

未 払 金 484,638

前 受 金 1,056,895

未 払 法 人 税 等 112,661

賞 与 引 当 金 24,687

株 主 優 待 引 当 金 6,052

資 産 除 去 債 務 2,152

そ の 他 272,971

固 定 負 債 1,811,308

長 期 借 入 金 1,299,457

リ ー ス 債 務 127,785

長 期 未 払 金 14,566

退 職 給 付 に 係 る 負 債 24,452

役 員 株 式 給 付 引 当 金 37,513

資 産 除 去 債 務 292,954

繰 延 税 金 負 債 1,696

そ の 他 12,881

負 債 合 計 6,628,928

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 1,320,057

資 本 金 10,000

資 本 剰 余 金 178,374

利 益 剰 余 金 1,223,180

自 己 株 式 △91,497

その他の包括利益累計額 7,291

その他有価証券評価差額金 7,291

純 資 産 合 計 1,327,349

資 産 合 計 7,956,278 負 債 及 び 純 資 産 合 計 7,956,278
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連 結 損 益 計 算 書

(2024年４月１日から
2025年３月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 13,964,604

売 上 原 価 6,902,995

売 上 総 利 益 7,061,609

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,805,560

営 業 利 益 256,048

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 3,933

助 成 金 収 入 13,034

そ の 他 17,545 34,513

営 業 外 費 用

支 払 利 息 33,555

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 5,685

そ の 他 14,937 54,178

経 常 利 益 236,383

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 2,727

投 資 有 価 証 券 売 却 益 2,340 5,067

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 990

減 損 損 失 18,068

投 資 有 価 証 券 評 価 損 81,354

店 舗 閉 鎖 損 失 2,102

そ の 他 11,682 114,198

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 127,252

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 114,013

法 人 税 等 調 整 額 △28,584 85,428

当 期 純 利 益 41,824

親会社株主に帰属する当期純利益 41,824
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連結株主資本等変動計算書

(2024年４月１日から
2025年３月31日まで)

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 10,000 178,374 1,181,355 △91,497 1,278,233

当 期 変 動 額

親会社株主に帰属する当期純利益 41,824 41,824

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 － － 41,824 － 41,824

当 期 末 残 高 10,000 178,374 1,223,180 △91,497 1,320,057

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純 資 産 合 計その他有価
証券評価差額金

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 △54,706 △54,706 － 1,223,527

当 期 変 動 額

親会社株主に帰属する当期純利益 41,824

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 61,998 61,998 － 61,998

当 期 変 動 額 合 計 61,998 61,998 － 103,822

当 期 末 残 高 7,291 7,291 － 1,327,349

― 28 ―

2025年05月29日 11時20分 $FOLDER; 28ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



連 結 注 記 表

(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)
１．連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

① 連結子会社の数 ８社
② 主要な連結子会社の名称

株式会社すずのき、株式会社ヤマノプラス、株式会社ヤマノセイビング、株式会社マン
ツーマンアカデミー、東京ガイダンス株式会社、株式会社ＯＬＤ ＦＬＩＰ、株式会社灯
学舎

２．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、株式会社ＯＬＤ ＦＬＩＰの決算日は１月31日、株式会社すずのき

の決算日は２月20日、株式会社マンツーマンアカデミー、東京ガイダンス株式会社及び
株式会社灯学舎の決算日は２月末日であります。連結計算書類の作成に当たっては、同
日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上
必要な調整を行っております。

３．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 時価法を採用しております。
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商 品 主として個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性
の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。

貯蔵品 最終仕入原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づ
く簿価切下げの方法)を採用しております。
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

(リース資産を除く)

定率法を採用しております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物付属設備を
除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物付属設備及び
構築物については定額法を採用しております。

② 無形固定資産

(リース資産を除く)

定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可
能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用
しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金 売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については、貸
倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別
に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 当社及び連結子会社の一部は、従業員に対して支給する賞与の
支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

③ 株主優待引当金 当社は、将来の株主優待券の利用による費用の発生に備えるた
め、株主優待券の利用実績に基づいて、翌連結会計年度以降に
発生すると見込まれる額を計上しております。

④ 役員株式給付引当金 当社は、役員株式給付規程に基づき取締役及び執行役員への当
社株式の交付に備えるため、当連結会計年度末における株式給
付債務の見込額に基づき計上しております。
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(4) 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内
容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりで
す。
① 美容事業

美容事業においては、美容室、ネイルサロンのサービス提供を行っております。このよ
うなサービスの提供については、顧客への施術が完了した時点で収益を認識しておりま
す。

② 和装宝飾事業
和装宝飾事業においては、主に和装品、宝飾品、毛皮等の販売を行っております。この
ような商品の販売については、商品を顧客に引き渡した時点で収益を認識しております。
また、商品の販売において顧客と割賦契約（集金保証型ショッピング・クレジット契約）
を締結する場合に生じる割賦手数料収益については、企業会計基準第10号「金融商品会
計基準」の範囲に含まれる取引であり、顧客への商品販売の時点と割賦手数料の移転時
期が異なり、かつ金融要素を含む性質であるため、当該手数料が入金された時点で収益
を認識しております。

③ ＤＳＭ事業
ＤＳＭ事業においては、家電、洋装品、宝飾品、健康関連商品等の販売を行っておりま
す。このような商品の販売については、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識して
おります。

④ 教育事業
教育事業においては学習塾の経営を行っております。学習塾のサービスの提供について
は、顧客である生徒に対して授業を提供した時点で収益を認識しております。

(5) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① ヘッジ会計の処理

(イ) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。また、金利スワップについて特例処理の条件

を充たしている場合には特例処理を採用しております。
(ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 金利スワップ
ヘッジ対象 借入金利息

(ハ) ヘッジ方針
金利変動リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。

(ニ) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象とヘッジ手段の資産・負債に関する重要な条件が同一である場合には、

ヘッジ有効性評価を省略しております。
② 退職給付に係る会計処理の方法

一部の連結子会社は、小規模企業等における簡便法を採用し、退職給付に係る負債及び
退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方
法を適用しております。

③ のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、投資効果の及ぶ期間(５年～７年)にわたり均等償却を行って
おります。
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(表示方法の変更)
（連結貸借対照表）

前連結会計年度において、「流動負債」及び「固定負債」の「その他」に含めていた「リ

ース債務」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしまし

た。

（連結損益計算書）
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「障害者雇用納付

金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示し
ております。

(会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であっ
て、翌連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のと
おりです。

有形固定資産 353,872千円

のれん 300,171千円

減損損失 18,068千円

有形固定資産及びのれんは、減損の兆候がある場合に減損の判定を行っております。減損の
必要性を評価するため、将来キャッシュ・フローの見積りを行っております。将来キャッシ
ュ・フローによるこのような見積りは、実際の結果と大きく異なる可能性があります。経営
者の最善の見積りと判断により決定しておりますが、将来の不確実な経済条件の変動の結果
によって影響を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合、翌年度以降の連結計算書
類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
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(連結貸借対照表に関する注記）
１．「売掛金」のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、以下のとおりであります。

売掛金 2,127,578千円

２．「前受金」のうち、契約負債の残高 885,519千円

３．有形固定資産の減価償却累計額 741,839千円

４．担保に供している資産及び担保に係る債務
「資金決済に関する法律」に基づく供託金11,830千円、「割賦販売法第18条の法律」に基づ
く供託金4,550千円、日本割賦保証株式会社へ受託事業基金供託金21,192千円、現金及び預
金488,750千円並びに投資有価証券34,000千円を差し入れております。

(連結損益計算書に関する注記）
売上高のうち、顧客との契約から生じる収益の額 13,830,075千円

(連結株主資本等変動計算書に関する注記)
１．発行済株式の総数に関する事項

株式の種類
当連結会計年度

期首の株式数 (株)

当連結会計年度

増加株式数 (株)

当連結会計年度

減少株式数 (株)

当連結会計年度末

の株式数 (株)

普通株式 35,830,058 － － 35,830,058

２．自己株式の数に関する事項

株式の種類
当連結会計年度

期首の株式数(株)

当連結会計年度

増加株式数 (株)

当連結会計年度

減少株式数 (株)

当連結会計年度末

の株式数 (株)

普通株式 954,469 － － 954,469

(注) 当連結会計年度末の株式数には、信託が保有する自社の株式が、390,600株含まれており
ます。

３．配当に関する事項
(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となる
もの

決議
株式の

種類

配当金の

総額(千円)

配当の

原資

1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

2025年5月15日

取締役会
普通株式 35,266 利益剰余金 1.0

2025年

3月31日

2025年

6月27日

(注) 配当の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金390千円が含まれておりま
す。
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(金融商品に関する注記)
１．金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取り組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達につい
ては銀行借入による方針です。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するた
めに利用し、投機的な取引は行いません。

(2) 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
営業債権である売掛金及び電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク
に晒されております。
敷金及び保証金は、主に事務所及び店舗の入居及び出店に伴って差入れており、当該事
務所又は店舗の退去時に、返還されるものであります。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、１年以内の支払期日であり
ます。
借入金は、主にリファイナンス資金及び長期運転資金の調達を目的としたものであり、
返済日は決算日後、最長で11年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金
利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用して
ヘッジしております。
デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的と
した金利スワップ取引であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、営業債権及び長期貸付金について、各事業本部における営業管理部門が主要な
取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとと
もに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子
会社についても、同様の管理を行っております。
デリバティブ取引の利用については、取引相手先を高格付の金融機関に限定しているた
め信用リスクはほとんどないと認識しております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利
用しております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、
また、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
デリバティブ取引につきましては、半年ごとに経営会議で基本方針を承認し、財務経理
部はそれに従う取引を行うとともに、記帳及び契約先と残高照合等を行っております。
月次の取引実績は、財務経理部所管の役員及び経営会議に報告しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社及び連結子会社は、各部署からの報告に基づき財務経理部が適時に資金繰計画を作
成・更新することにより、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2025年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお
りであります。なお、市場価額のない株式等は、次表には含めておりません。

連結貸借対照表
計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1) 売掛金 2,127,578 2,128,203 625

(2) 投資有価証券(*2) 87,165 87,165 －

(3) 敷金及び保証金 786,012 661,227 △124,784

資産計 3,000,755 2,876,596 △124,159

(4) 長期借入金(*3) 1,644,502 1,691,493 46,991

(5) リース債務(*4) 155,605 155,435 △170

負債計 1,800,107 1,846,929 46,821

デリバティブ取引 － － －

(*1) 「現金及び預金」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、「未払金」
及び「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が
帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(*2) 市場価格のない株式等は、「(2) 投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品
の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 34,810

(*3)１年内返済予定の長期借入金は、(4)長期借入金に含めて表示しております。

(*4)リース債務（流動負債）、リース債務（固定負債）の合計額であります。

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の
３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成

される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場時価により
算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプ
ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価
を分類しております。
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(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 87,165 － － 87,165

資産計 87,165 － － 87,165

時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているた
め、その時価をレベル１の時価に分類しております。

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

売掛金 － 2,128,203 － 2,128,203

敷金及び保証金 － 661,227 － 661,227

資産計 － 2,789,431 － 2,789,431

長期借入金 － 1,691,493 － 1,691,493

リース債務 － 155,435 － 155,435

負債計 － 1,846,929 － 1,846,929

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
デリバティブ取引
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理
されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております（下記「長期
借入金」参照）。
売掛金
割賦売掛金を除き短期間で決済されるものは帳簿価額により、割賦売掛金については、新規に
同様の契約を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル
２の時価に分類しております。
敷金及び保証金
返還予想時期の将来キャッシュ・フローを国債の利率で割り引いた現在価値により算定してお
り、レベル２の時価に分類しております。
長期借入金
元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率を割り引いて算定しており、
レベル２の時価に分類しております。なお、変動金利による長期借入金は金利スワップの特例
処理の対象とされており（上記「デリバティブ取引」参照）、当該金利スワップと一体として
処理された元金利の合計額を用いて算定しております。
リース債務
リース債務の時価については、元利金の合計を新規にリース取引を行った場合に想定される利
率で割り引いた現在価値によって算出しており、レベル２の時価に分類しております。
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(収益認識に関する注記)
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

報告セグメント

美容 和装宝飾 ＤＳＭ 教育 計 その他 合計

顧客との契約

から生じる収

益

1,776,664 9,447,714 834,054 1,453,210 13,511,643 318,432 13,830,075

その他の収益 － 134,528 － － 134,528 － 134,528

外部顧客への

売上高
1,776,664 9,582,243 834,054 1,453,210 13,646,172 318,432 13,964,604

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約について顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連
結注記表 (連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等) ３．会計方
針に関する事項 (4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３．当連結会計年度末及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1) 契約負債の残高等

（単位：千円）

当連結会計年度

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 2,551,663 2,134,169

契約負債 1,005,015 885,519

(注) 1. 契約負債は、主に、和装宝飾事業において引き渡し時に収益を認識する和装品等の販
売契約について、商品を顧客へ引き渡す前に顧客から受け取った前受金に関するもの
であります。契約負債は収益の認識に伴い取り崩されます。

2. 当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていた額
は、913,650千円であります。

3. 当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した売上高はあり
ません。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、
記載を省略しております。なお、顧客との契約から生じる対価の額に、取引価格に含まれて
いない重要な変動対価の額等はありません。
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(１株当たり情報に関する注記)

１株当たり純資産額 38円６銭

１株当たり当期純利益 １円20銭

(注) 株主資本に自己株式として計上されている「株式給付信託（ＢＢＴ）」に残存する自
社の株式は、１株当たり純資産額の期末発行済株式総数の計算において控除する自己
株式に含めております。また、１株当たり当期純損失の算定上、期中平均株式数の計
算において控除する自己株式に含めております。
当連結会計年度末における１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期
末株式数は390,600株であります。また、１株当たり当期純利益の算定上、控除した
当該自己株式の期中平均株式数は390,600株であります。

(重要な後発事象に関する注記)

（取得による企業結合）

当社は、2025年３月26日開催の取締役会において、株式会社薬師スタジオの株式取得により

子会社化することについて決議し、2025年４月１日付で取得いたしました。また、2025年５月

15日開催の取締役会において、株式会社ニューヨークジョーエクスチェンジの株式を取得する

ことを決議いたしました。

株式会社薬師スタジオの取得

(1) 企業結合の概要

① 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 株式会社薬師スタジオ

事業の内容 写真スタジオの運営

② 企業結合を行う主な理由

当社グループが注力すべき「ライフスタイル関連」領域で新たな収益基盤を創出するた

め

③ 企業結合日

2025年４月１日

④ 企業結合の法的形式

対価を現金等の財産のみとする株式取得

⑤ 結合後企業の名称

株式会社薬師スタジオ

⑥ 取得した議決権比率

100％

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金等を対価とする株式取得により、株式会社薬師スタジオ議決権の100％を取得

したためであります。

(2) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

相手方の意向により非開示とさせていただきます。
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(3) 主要な取得関連費用の内訳及び金額

取得関連費用 26,455千円

(4) 発生するのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

現時点では確定しておりません。

(5) 企業結合日に受け入れる資産及び引き受ける負債の額並びにその主な内訳

現時点では確定しておりません。

株式会社ニューヨークジョーエクスチェンジの取得

(1) 企業結合の概要

① 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 株式会社ニューヨークジョーエクスチェンジ

事業の内容 古着の買取・販売

② 企業結合を行う主な理由

成長ポテンシャルを有する新たな事業領域を拡大し企業価値向上を図るため

③ 企業結合日

2025年６月２日

④ 企業結合の法的形式

対価を現金等の財産のみとする株式取得

⑤ 結合後企業の名称

株式会社ニューヨークジョーエクスチェンジ

⑥ 取得する議決権比率

100％

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金等を対価とする株式取得により、株式会社ニューヨークジョーエクスチェン

ジ議決権の100％を取得するためであります。

(2) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

相手方の意向により非開示とさせていただきます。

(3) 主要な取得関連費用の内訳及び金額

取得関連費用(概算額) 40,980千円

(4) 発生するのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

現時点では確定しておりません。

(5) 企業結合日に受け入れる資産及び引き受ける負債の額並びにその主な内訳

現時点では確定しておりません。
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（完全子会社の吸収合併）

当社は、2025年５月15日開催の取締役会において、2025年10月１日を効力発生日とし、連結

子会社である株式会社ヤマノプラス(以下、「ヤマノプラス」という。)を吸収合併することを決

議いたしました。

なお、本吸収合併の実施に当たりましては、会社法第795条第１項、第796条第２項但書及び

第795条第２項第１号の規定に基づき、2025年６月27日開催予定の第39回定時株主総会の承認

（特別決議）が得られることを条件としております。

(1) 合併の目的

主力事業である和装宝飾事業と美容事業の事業間シナジーの強化及びオーガニック事業

の再編を目的に従来から連携している美容店舗での着付けサービスに加え、顧客接点の更

なる拡大に向けた新たなサービスの創出を目的としております。

(2) 企業結合日

2025年10月１日

(3) 合併の要旨

① 合併方式

当社を存続会社、ヤマノプラスを消滅会社とする吸収合併方式とし、ヤマノプラスは解

散いたします。

② 合併に係る割当ての内容

本合併による株式その他の金銭等の割当はありません。

(4) 吸収合併の相手会社の概要（2025年３月31日現在）

①商号 株式会社ヤマノプラス

②事業内容 美容室及びネイルサロンの経営、美容用品の販売

③資本金 500千円

④純資産 △228,170千円

⑤総資産 253,852千円

(5) 会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2019年１月16日）及び「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2019

年１月16日）に基づき、共通支配下の取引として処理する予定であります。
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(報告セグメントの変更）

当社は、2025年５月15日開催の取締役会において、報告セグメントの変更を行うことにつ

いて決議いたしました。

１．報告セグメント変更の理由

当連結会計年度までは「美容」「和装宝飾」「ＤＳＭ」「教育」「その他」の５つの報

告セグメントとしておりましたが、当社の中長期経営計画（2025年３月期～2027年３月

期）における事業ポートフォリオ戦略において、既存事業の安定強化を図るとともに、

ライフスタイル関連領域での新規事業分野の開拓を推進することで更なる成長に向けた

収益基盤を構築し、価値を創造することを通じて持続的な成長を目指すこととしている

ため、2026年３月期の期首より、中長期経営計画に沿った成長戦略の実行と計画進捗の

適正な管理・評価を行う観点から、新たな事業領域において当社の成長を牽引する「ニ

ューバリューセグメント」と、安定した収益を担う既存事業群である「コアバリューセ

グメント」の２区分に変更いたします。

２．変更の内容

旧報告セグメント 新報告セグメント 主な事業内容

美容
ニューバリュー

・教育事業
・リユース事業
・フォト事業和装宝飾

ＤＳＭ

コアバリュー

・和装宝飾事業
・美容事業
・ライフプラス(旧ＤＳＭ)事業
・着付教室の運営

教育

その他
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貸 借 対 照 表
(2025年３月31日現在)

(単位：千円)
科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

電 子 記 録 債 権

商 品

貯 蔵 品

前 渡 金

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具 器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

ソフトウェア仮勘定

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関係会社長期貸付金

長 期 前 払 費 用

敷 金 及 び 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

4,344,266

1,748,316

1,480,943

6,591

896,883

109

11,686

41,828

314,050

△156,143

2,201,794

142,044

97,990

4,306

5,400

34,348

125,404

12,903

112,500

0

1,934,345

87,280

1,222,434

193,976

3,650

499,403

61,047

75,794

△209,241

流 動 負 債 4,056,122

支 払 手 形 151,147

買 掛 金 389,688

電 子 記 録 債 務 481,065

短 期 借 入 金 1,040,000

1年内返済予定の長期借入金 211,450

リ ー ス 債 務 26,093

未 払 金 233,457

未 払 費 用 83,542

未 払 法 人 税 等 74,012

未 払 消 費 税 等 43,285

前 受 金 646,504

預 り 金 26,094

賞 与 引 当 金 19,588

株 主 優 待 引 当 金 6,052

グ ル ー プ 預 り 金 624,059

そ の 他 79

固 定 負 債 1,286,880

長 期 借 入 金 1,008,473

役員株式給付引当金 37,513

債務保証損失引当金 1,703

リ ー ス 債 務 126,922

資 産 除 去 債 務 99,413

そ の 他 12,854

負 債 合 計 5,343,002

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 1,199,258

資 本 金 10,000

資 本 剰 余 金 178,374

その他資本剰余金 178,374

利 益 剰 余 金 1,102,380

利 益 準 備 金 25,000

そ の 他 利 益 剰 余 金 1,077,380

繰 越 利 益 剰 余 金 1,077,380

自 己 株 式 △91,497

評 価 ・ 換 算 差 額 等 3,800

その他有価証券評価差額金 3,800

純 資 産 合 計 1,203,058

資 産 合 計 6,546,061 負 債 及 び 純 資 産 合 計 6,546,061
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損 益 計 算 書

(2024年４月１日から
2025年３月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 7,232,995

売 上 原 価 2,792,030

売 上 総 利 益 4,440,964

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,237,762

営 業 利 益 203,202

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 4,794

受 取 賃 貸 料 864

受 取 保 険 金 2,474

助 成 金 収 入 3,810

協 賛 金 収 入 1,635

そ の 他 2,262 15,841

営 業 外 費 用

支 払 利 息 35,581

そ の 他 6,834 42,416

経 常 利 益 176,627

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 243 243

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 990

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 169,147

減 損 損 失 9,254

店 舗 閉 鎖 損 失 1,421

投 資 有 価 証 券 評 価 損 81,354

そ の 他 12,123 274,291

税 引 前 当 期 純 損 失 （△） △97,419

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 74,169

法 人 税 等 調 整 額 △27,496 46,673

当 期 純 損 失 （△） △144,092
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株主資本等変動計算書

(2024年４月１日から
2025年３月31日まで)

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式そ の 他
資本剰余金

資 本 剰 余
金 合 計 利益準備金

その他利益
剰 余 金 利 益 剰 余

金 合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 10,000 178,374 178,374 25,000 1,221,473 1,246,473 △91,497

当 期 変 動 額

当期純損失 △144,092 △144,092

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － － △144,092 △144,092 －

当 期 末 残 高 10,000 178,374 178,374 25,000 1,077,380 1,102,380 △91,497

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
株 主 資 本
合 計

その他有価
証券評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 1,343,351 △59,305 △59,305 1,284,045

当 期 変 動 額

当期純損失 △144,092 △144,092

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

63,106 63,106 63,106

当期変動額合計 △144,092 63,106 63,106 △80,986

当 期 末 残 高 1,199,258 3,800 3,800 1,203,058
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個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法
・子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。

・その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 時価法を採用しております。
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商 品 主として個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性
の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。

貯 蔵 品 最終仕入原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づ
く簿価切下げの方法)を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

(リース資産を除く)

定率法を採用しております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物付属設備を
除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物付属設備及び
構築物については定額法を採用しております。

② 無形固定資産

(リース資産を除く)

定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可
能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用
しております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金 売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒
実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回
収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額
に基づき計上しております。

③ 株主優待引当金 将来の株主優待券の利用による費用の発生に備えるため、株主
優待券の利用実績に基づいて、翌事業年度以降に発生すると見
込まれる額を計上しております。

④ 役員株式給付引当金 当社は、役員株式給付規程に基づき取締役及び執行役員への当
社株式の交付に備えるため、当事業年度末における株式給付債
務の見込額に基づき計上しております。

⑤ 債務保証損失引当金 将来の債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態
を勘案し、将来負担見込額を計上しております。
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(4) 重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりです。

① 和装宝飾事業
和装宝飾事業においては、主に和装品、宝飾品、毛皮等の販売を行っております。このよ
うな商品の販売については、商品を顧客に引き渡した時点で収益を認識しております。
また、商品の販売において顧客と割賦契約（集金保証型ショッピング・クレジット契約）
を締結する場合に生じる割賦手数料収益については、企業会計基準第10号「金融商品会計
基準」の範囲に含まれる取引であり、顧客への商品販売の時点と割賦手数料の移転時期が
異なり、かつ金融要素を含む性質であるため、当該手数料が入金された時点で収益を認識
しております。

② ＤＳＭ事業
ＤＳＭ事業においては、家電、洋装品、宝飾品、健康関連商品等の販売を行っておりま
す。このような商品の販売については、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識してお
ります。

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① ヘッジ会計の処理

(イ) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。また、金利スワップについて特例処理の条件

を充たしている場合には特例処理を採用しております。
(ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 金利スワップ
ヘッジ対象 借入金利息

(ハ）ヘッジ方針
金利変動リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。

(ニ) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象とヘッジ手段の資産・負債に関する重要な条件が同一である場合には、

ヘッジ有効性評価を省略しております。
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(表示方法の変更)
(損益計算書）

前会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取保険金」は、金額
的重要性が増したため、当会計年度より独立掲記することとしました。

(会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事

業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

（1）有形固定資産の評価

有形固定資産 142,044千円

減損損失 9,254千円

有形固定資産は、減損の兆候がある場合に減損の判定を行っております。減損の必要性を
評価するため、将来キャッシュ・フローの見積りを行っております。将来キャッシュ・フロ
ーによるこのような見積りは、実際の結果と大きく異なる可能性があります。経営者の最善
の見積りと判断により決定しておりますが、将来の不確実な経済条件の変動の結果によって
影響を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合、翌度以降の計算書類において認識
する金額に重要な影響を与える可能性があります。

（2）関係会社投融資の評価

関係会社株式 1,222,434千円

関係会社グループ預け金 111,406千円

関係会社短期貸付金 51,164千円

関係会社長期貸付金 193,976千円

関係会社に対する貸倒引当金 336,381千円

関係会社に対する債務保証損失引当金 1,703千円

関係会社株式は市場価格のない株式であることから、評価にあたっては、当該株式の実質

価額が著しく低下し、かつ回復の可能性が見込めない場合に、減損処理を行うこととしてお

ります。

回復可能性の判断については、関係会社の事業計画等に基づき実質価額が取得価額まで回

復するかどうかを検討しております。当該見積りは、将来の不確実な経済状況の変動などに

よって影響を受ける可能性があり、予測不能な事態により関係会社の業績が悪化し将来の業

績回復が見込めなくなった場合、翌事業年度の財務諸表において、関係会社株式の金額に重

要な影響を与える可能性があります。

また、債務超過など財政状態が著しく悪化した関係会社に対する貸付金については、関係

会社の純資産額を基礎として個別に回収不能見込額の見積もりを行い貸倒引当金及び債務保

証損失引当金を計上しております。したがって、関係会社の財政状態が悪化した場合には、

新たな貸倒引当金または債務保証損失引当金の計上が必要となる可能性があります。
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(貸借対照表に関する注記)

(1) 担保資産及び担保付債務
該当事項はありません。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 298,334千円

(3) 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と当座貸越契約を締結しておりま
す。
当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額 2,650,000千円

貸出実行残高 1,040,000千円

差引額 1,610,000千円

(4) 保証債務
関係会社に対し次のような債務保証を行っております。

(単位：千円)

被 保 証 者 保証金額 被保証債務の内容

株式会社ヤマノセイビング 820,799 供託委託契約に対する連帯保証

株式会社すずのき 352,984 銀行借入に対する連帯保証

東京ガイダンス株式会社 56,658 銀行借入に対する連帯保証

株式会社ＯＬＤ ＦＬＩＰ 49,656 銀行借入に対する連帯保証

株式会社灯学舎 76,662 銀行借入に対する連帯保証

合 計 1,356,759

(5) 関係会社に対する金銭債権債務

① 短期金銭債権 251,084千円

② 長期金銭債権 193,976千円

③ 短期金銭債務 628,330千円

④ 長期金銭債務 2,115千円

(6) 取締役及び監査役に対する金銭債権債務
該当事項はありません。
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(損益計算書に関する注記)

関係会社との取引高

営業取引による取引

① 売上高 307,866千円

② その他の営業取引高 4,447千円

営業取引以外の取引 12,966千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

自己株式の数に関する事項

普通株式 954,469株

(注)株式数には、信託が保有する自社の株式が、390,600株含まれております。
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(税効果会計に関する注記)
繰延税金資産及び繰延税金負債の主な内訳
繰延税金資産

貸倒引当金繰入超過額 126,851千円

賞 与 引 当 金 6,778

未 払 費 用 34,367

未 払 事 業 税 6,259

投資有価証券評価損 33,324

固 定 資 産 減 損 損 失 20,764

関係会社株式評価損 87,916

資 産 除 去 債 務 35,222

役員株式報酬引当金 13,291

そ の 他 11,346

繰延税金資産小計 376,118

評 価 性 引 当 額 △302,421

繰 延 税 金 資 産 合 計 73,697

繰延税金負債との相殺 △12,650

繰延税金資産純額 61,047

繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用 12,650千円

繰 延 税 金 負 債 合 計 12,650

繰延税金資産との相殺 △12,650

繰延税金負債純額 －
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(関連当事者との取引に関する注記)

(1) 子会社及び関連会社等

(単位：千円)

属 性 会社等の名称

議決権等の

所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係
取引内容 取引金額 科目 期末残高

子会社
株式会社

すずのき

所有：直接

100.0%

役員の兼任

資金の運用

債務保証 352,984
グループ

預り金
287,420CMSの借入

利息の支払

199,199

1,276

子会社

株式会社

ヤマノ

セイビング

所有：直接

100.0%

役員の兼任

資金の運用

債務保証 820,799
グループ

預り金
236,637CMS返済高 18,305

利息の支払 7,694

子会社
株式会社

ヤマノプラス

所有：直接

100.0%

役員の兼任

資金の運用

貸付金の回収

CMS返済高

利息の受取

35,880

13,499

2,077

短期貸付金

グループ預け金

長期貸付金

35,880

55,343

153,400

子会社

株式会社

マンツーマン

アカデミー

所有：直接

100.0%

役員の兼任

資金の運用

CMSの借入

利息の支払

50,000

28

グループ

預り金
50,000

子会社
東京ガイダンス

株式会社

所有：直接

100.0%

役員の兼任

資金の運用

債務保証

債務被保証

CMSの借入

利息の支払

56,658

256,600

50,000

0

グループ

預り金
50,000

子会社
株式会社

OLD FLIP

所有：直接

100.0%

役員の兼務

資金の運用

貸付金の回収

CMSの貸付

利息の受取

債務保証

14,284

26,263

720

49,656

短期貸付金

グループ預け金

長期貸付金

14,284
55,312
38,576

子会社
株式会社

灯学舎

所有：直接

100.0%
役員の兼任 債務保証 76,662 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)１．上記金額には、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等は含ま

れております。

２．当社は、価格及びその他の取引条件は当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件に

よっております。
３．ＣＭＳについては、グループ預り金の前事業年度と当事業年度の差額を記載しておりま

す。
４．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しています。

５．株式会社ヤマノプラスへの貸付に対し、当事業年度末現在、228,170千円の貸倒引当金

を計上しております。また株式会社OLD FLIPへの貸付及び債務保証に対し、当事業年度

末現在、108,210千円の貸倒引当金及び1,703千円の債務保証損失引当金を計上しており

ます。
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(2) 役員及び個人主要株主等

(単位：千円)

属 性
会社等の

名称

議決権等の

所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係
取引内容 取引金額 科目 期末残高

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等

株式会社

ヤマノネット

ワーク

直接

(13.7%)

役員の兼任

建物の賃借
建物の賃借 88,226

敷金及び

保証金

前払費用

26,467

9,704

株式会社

ヤマノビュー

ティメイト

グループ

直接

(9.7%)

役員の兼任

建物の賃借
建物の賃借 17,645 － －

合同会社

ワイズ
直接(0.8%)

役員の兼任

資金の貸付

貸付金の

貸付

利息の受取

50,000

293

長期貸付金 50,000

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１．上記金額には、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等は含ま

れております。
２．当社は、価格及びその他の取引条件は当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件に

よっております。
３．資金の貸付金について、貸付金利は市場金利を勘案し合理的に決定しております。

(収益認識に関する注記)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約について顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「個
別注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) (4)重要な収益及び費用の計上基準」に記
載のとおりであります。

(１株当たり情報に関する注記)

(1) １株当たり純資産額 34円50銭

(2) １株当たり当期純損失（△） △４円13銭

(注) 株主資本に自己株式として計上されている「株式給付信託（ＢＢＴ）」に残存する自社の
株式は、１株当たり純資産額の期末発行済株式総数の計算において控除する自己株式に
含めております。また、１株当たり当期純損失の算定上、期中平均株式数の計算におい
て控除する自己株式に含めております。
当事業年度末における１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式
数は390,600株であります。また、１株当たり当期純損失の算定上、控除した当該自己株
式の期中平均株式数は390,600株であります。

(重要な後発事象に関する注記)
重要な後発事象に関しては、「連結注記表 (重要な後発事象に関する注記) 」に記載のとおり

であります。
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連結計算書類に係る監査報告

独立監査人の監査報告書

2025年５月23日
株式会社ヤマノホールディングス
取締役会 御中

フェイス監査法人
東京都渋谷区

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 中 川 俊 介

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 大 槻 直 太

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ヤマノホールディングスの2024

年４月１日から2025年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、

連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、株式会社ヤマノホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計

算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認

める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独

立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明

の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項

１． 重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は、2025年３月26日開催の取締役

会において、株式会社薬師スタジオの株式を取得し子会社化することについて決議し、同日付

で株式譲渡契約を締結、2025年４月１日付で当該株式の取得を完了している。

２． 重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は、2025年５月15日開催の取締役

会において、株式会社ニューヨークジョーエクスチェンジの株式を取得し子会社化することに

ついて決議し、同日付で株式譲渡契約を締結している。

３． 重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は、2025年５月15日開催の取締役

会において、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の承認を条件とし、2025年10月１日を効

力発生日として、会社の完全子会社である株式会社ヤマノプラスを吸収合併することを決議し

ている。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
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その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ

セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当

監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお

いて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相

違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤

りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計

算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連

結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること

が含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する

ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を

監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す
る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら

に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない

が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監

査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上

の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及

び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価

する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か

つ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計

算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対

して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過

程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて

いるその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する

規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害

要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するため

のセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る監査報告

独立監査人の監査報告書
2025年５月23日

株式会社ヤマノホールディングス

取締役会 御中

フェイス監査法人
東京都渋谷区

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 中 川 俊 介

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 大 槻 直 太

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ヤマノホールディングスの

2024年４月１日から2025年３月31日までの第39期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）

について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に

表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて

いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、ま

た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項

１． 重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は、2025年３月26日開催の取締役

会において、株式会社薬師スタジオの株式を取得し子会社化することについて決議し、同日付

で株式譲渡契約を締結、2025年４月１日付で当該株式の取得を完了している。

２． 重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は、2025年５月15日開催の取締役

会において、株式会社ニューヨークジョーエクスチェンジの株式を取得し子会社化することに

ついて決議し、同日付で株式譲渡契約を締結している。

３． 重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は、2025年５月15日開催の取締役

会において、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の承認を条件とし、2025年10月１日を効

力発生日として、会社の完全子会社である株式会社ヤマノプラスを吸収合併することを決議し

ている。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
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その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセ

スの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監

査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があ

るかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候

があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計

算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること

が含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基

づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を

監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か

ら計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性

があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ

る場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら

に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に

関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上

の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手

した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して

重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認

められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な

不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意

見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に

基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ

る。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内

容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい

るその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規

定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要

因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための

セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第39期事業年度における取締役の職務の
執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下の
とおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ
いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の
整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所
において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締
役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受
けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必
要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役
会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、取締
役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説
明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する
とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連結計算書
類(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)について検討
いたしました。
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2. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為、又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部
統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務執行についても指摘すべき事項
は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人フェイス監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人フェイス監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

3. 後発事象
（1）「重要な後発事象に関する注記」に記載のとおり、会社は2025年３月26日開催の取締役会

において、株式会社薬師スタジオの株式取得により子会社化する決議をし、2025年４月１
日付で株式取得を完了しています。

（2）「重要な後発事象に関する注記」に記載のとおり、会社は2025年５月15日開催の取締役会
において、株式会社ニューヨークジョーエクスチェンジの株式取得により子会社化する決
議をしており、2025年６月２日付の株式取得完了を予定しています。

(3）「重要な後発事象に関する注記」に記載のとおり、2025年５月15日開催の取締役会におい
て、2025年10月１日を効力発生日とし、連結子会社である株式会社ヤマノプラスを吸収合
併することを決議いたしました。
なお、本吸収合併の実施に当たりましては、2025年６月27日開催予定の第39回定時株主総
会の承認（特別決議）が得られることを条件としております。

当該事項は、当監査役会の意見に影響を及ぼすものではありません。

2025年５月26日

株式会社ヤマノホールディングス 監査役会
常 勤 監 査 役 田 中 博 明
社 外 監 査 役 灰 原 芳 夫
社 外 監 査 役 福 原 竜 一

以 上
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株主総会参考書類

第１号議案 取締役６名選任の件

取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、新

たに取締役６名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
及び重要な兼職の状況

所有する当社
株 式 の 数

１

再任

山
や ま の の り こ

野 功 子

(1941年９月１日生)

1971年７月 株式会社ヤマノビューティメイト(現株

式会社ヤマノビューティメイトグルー

プ)設立に参加、美容部長

2,118,100株

1982年１月 株式会社ヤマノビューティメイト取締役

1986年10月 ヤマノクレスティアカデミー(現ヤマノ

エステティック総合学院)開校、副校長

1989年８月 株式会社ヤマノビューティケミカル代表

取締役

1991年４月 全日本エステ指導育成協会設立、副会長

1995年８月 株式会社ヤマノビューティメイト(現株

式会社ヤマノビューティメイトグルー

プ)代表取締役社主(現任)

1995年８月 ヤマノクレスティアカデミー(現ヤマノ

エステティック総合学院)開校、校長

1995年８月 全日本エステ指導育成協会会長(現任)

2005年４月 ヤマノエステティック総合学院学長(現

任)

2013年11月 山野愛子どろんこ美容株式会社代表取締

役社主

2016年９月 株式会社ヤマノネットワーク代表取締役

(現任)

2017年３月 株式会社すずのき取締役社主(現任)

2017年６月 当社取締役社主(現任)

2018年８月 一般社団法人日本技術技能教育協会代表

理事(現任)
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
及び重要な兼職の状況

所有する当社
株 式 の 数

２

再任

山
や ま の よ し と も

野 義 友

（1970年２月17日生)

2001年10月 株式会社ヤマノリテーリングス取締役副

社長

3,848,500株

2002年６月 同社代表取締役社長

2004年６月 当社取締役

2005年１月 株式会社アールエフシー取締役

2007年１月 株式会社ヤマノ1909セイビング取締役

2009年５月 株式会社マイスタイル代表取締役社長

2009年10月 当社取締役副社長兼営業本部長

2010年５月 株式会社アールエフシー代表取締役社長

2010年６月 当社代表取締役社長（現任）

2010年６月 株式会社ヤマノ1909セイビング代表取締

役社長

2012年３月 ＨＭリテーリングス株式会社代表取締役

社長

2012年10月 株式会社ヤマノセイビング代表取締役社

長

2013年４月 株式会社ら・たんす山野代表取締役社長

2015年11月 株式会社すずのき代表取締役会長(現任)

2016年６月 株式会社ヤマノセイビング代表取締役会

長

2018年８月 ハートコア株式会社社外取締役

2019年10月 株式会社Ｌ.Ｂ.Ｇ代表取締役会長

2020年３月 株式会社マンツーマンアカデミー代表取

締役会長(現任)

2020年６月 株式会社ヤマノセイビング代表取締役社

長(現任)

2021年４月 株式会社Ｌ.Ｂ.Ｇ（2022年10月に株式会

社ヤマノプラスに商号変更）代表取締役

会長兼社長

2022年５月 東京ガイダンス株式会社代表取締役社長

(現任)

2022年６月 株式会社ＯＬＤ ＦＬⅠＰ代表取締役会

長(現任)

2022年10月 株式会社ヤマノプラス代表取締役社長

(現任)

2023年11月 株式会社灯学舎代表取締役社長(現任)

2025年４月 株式会社薬師スタジオ代表取締役社長

(現任)

2025年６月 株式会社ニューヨークジョーエクスチェ

ンジ代表取締役社長(現任)
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
及び重要な兼職の状況

所有する当社
株 式 の 数

３

再任

岡
お か だ み つ ひ ろ

田 充 弘

(1959年２月３日生)

1983年７月 当社入社

49,500株

2003年４月 当社連結管理部長

2011年６月 当社執行役員管理副本部長兼連結管理部

長

2012年４月 当社執行役員管理副本部長兼財務経理部

長

2013年６月 当社取締役常務執行役員管理副本部長兼

財務経理部長

2014年４月 ＨＭリテーリングス株式会社取締役

2014年６月 株式会社ヤマノセイビング取締役(現任）

2015年11月 株式会社すずのき取締役(現任)

2016年11月 株式会社マイスタイル取締役

2018年４月 当社取締役常務執行役員管理副本部長

2019年６月 当社取締役専務執行役員管理本部長(現

任)

2019年10月 株式会社Ｌ.Ｂ.Ｇ取締役（2022年10月に

株式会社ヤマノプラスに商号変更）(現

任)

2020年３月 株式会社マンツーマンアカデミー取締役

2022年５月 東京ガイダンス株式会社取締役(現任)

2022年６月 株式会社ＯＬＤ ＦＬⅠＰ取締役(現任)

2023年12月 株式会社灯学舎取締役(現任)

2025年６月 株式会社ニューヨークジョーエクスチェ

ンジ取締役(現任)
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
及び重要な兼職の状況

所有する当社
株 式 の 数

４

再任 社外 独立

松
ま つ お し げ る

尾 茂

(1963年８月18日生)

1987年４月 富士通株式会社入社

―

1999年４月 Fujitsu Thailand CO.,Ltd.出向(財務責

任者)

2004年９月 富士通株式会社 経理部担当部長

2004年10月 同社電子デバイス事業本部第二経理部長

2008年３月 富士通マイクロエレクトロニクス株式会

社 出向

2011年１月 富士通株式会社 財務経理本部ディレク

ター

2012年10月 同社 財務経理本部シニアディレクター

2014年７月 日本電産株式会社（2023年４月にニデッ

ク株式会社に商号変更）入社ＣＦＯ戦略

室部長

2014年10月 同社ＣＦＯ戦略室長

2015年５月 同社汎用モーター事業本部ＣＦＯ

2016年７月 同社ＧＭＳ事業部ＣＦＯ兼管理統括部長

2017年３月 株式会社ＳＨＩＦＴ入社 取締役副社長

2017年10月 ＳＨＩＦＴ Ｇlobal Ｐte Ｄirector

2020年６月 当社取締役(現任)

2024年３月 Atlas Technologies株式会社 社外取締

役(現任)

選任理由及び期待される役割の概要

松尾茂氏は、富士通株式会社において財務経理本部シニアディレクターを務め、日本

電産株式会社においてはＣＦＯ兼管理統括部長を務められるなど、長年にわたり企業で

の要職を歴任し、財務会計及び管理部門の豊富な見識を有しております。また株式会社

ＳＨＩＦＴにおいては取締役副社長を務めた経験もあることから、幅広い知見をもと

に、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することに

よりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任す

るものであります。

なお、当社は松尾茂氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取

引所に届け出ています。
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候補者

番 号

氏 名

(生年月日)

略歴、当社における地位、担当

及び重要な兼職の状況
所有する当社
株 式 の 数

５

再任 社外 独立

公
く も ん ひ ろ こ

文 裕 子

(1943年５月２日生)

1992年４月 山野美容芸術短期大学 美容芸術学科開設

准教授

―

1996年４月 山野美容芸術短期大学 美容保健学科開設

教授 就職委員長

1998年４月 山野美容芸術短期大学 美容芸術学科 学科長

教授

1999年４月 山野美容芸術短期大学 美容福祉学科開設

３学科 兼担教授 広報委員長

2003年４月 山野美容芸術短期大学 図書委員長

2010年４月 山野美容芸術短期大学 客員教授(現任)

2010年６月 一般社団法人ウエルネスアカデミー理事

(現任)

2012年３月 株式会社エックスワン 取締役副社長

2013年７月 一般社団法人国際文化協会 理事

2017年５月 株式会社エックスワン 顧問

2022年６月 当社取締役(現任)

選任理由及び期待される役割の概要
公文裕子氏は、ミス・インターナショナル日本代表(1967年)として選出されたことを

契機に、国内外の複数の美容学校を経て美容師資格及びエステティシャン資格を取得し

た後、美容家として長年企業で美容教育、社員指導や商品開発などに携わる一方で山野

美容芸術短期大学の開学から携わるほか、各大学で美容芸術論・美容福祉分野の教育実

習にもあたられてきました。「美と健康」をテーマにメディアで活動される傍ら、美容

関連企業の株式会社エックスワンでは取締役副社長を務め、ミス・インターナショナル

を運営する一般社団法人国際文化協会や一般財団法人ウエルネスアカデミーでは理事を

務めていることから、当社の企業理念に基づいた視点から、経営の監督とチェック機能

を果たしていただけると判断し、社外取締役として選任するものであります。

なお、当社は公文裕子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同

取引所に届け出ています。
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候補者

番 号

氏 名

(生年月日)

略歴、当社における地位、担当

及び重要な兼職の状況
所有する当社
株 式 の 数

６

新任 社外 独立

成
な る し ま ゆ み

島 由 美

(1970年１月３日生)

1992年４月 株式会社福武書店（現株式会社ベネッセホー

ルディングス・株式会社ベネッセコーポレー

ション）入社

―

2005年11月 株式会社ベネッセコーポレーション

執行役員

2007年６月 株式会社東京個別指導学院 取締役

2010年４月 株式会社ベネッセスタイルケア 取締役

2013年６月 株式会社アップ教育企画 取締役

2014年４月 株式会社ベネッセホールディングス

執行役員 家庭学習カンパニー長

2017年４月 学校法人 大妻学院 理事（現任）

2023年４月 株式会社ベネッセホールディングス

常務執行役員

2023年４月 株式会社ベネッセコーポレーション 取締役

常務執行役員兼校外教育カンパニー長

2024年６月 株式会社東京教育研 鉄緑会 取締役

2024年12月 株式会社ストライプインターナショナル

社外取締役(現任)

選任理由及び期待される役割の概要

成島由美氏は、株式会社ベネッセコーポレーションにおいて、取締役常務執行役員兼
校外教育カンパニー長を務め、学校法人大妻学院の理事や大妻中学高等学校の校長を務
められるなど、長年にわたり企業での要職を歴任し、教育部門の豊富な見識を有してお
ります。またグループ会社の取締役を務めた経験もあることから、幅広い知見をもと
に、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することに
よりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任す
るものであります。
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(注) １．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することに

なる株主からの損害賠償請求等による損害を当該保険契約により填補することとしていま
す。全ての取締役候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、
次回更新時には同内容での更新を予定しております。

３．松尾茂氏は社外取締役候補者であります。同氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の
時をもって５年となります。

４．公文裕子氏は社外取締役候補者であります。同氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結
の時をもって３年となります。

５．成島由美氏は社外取締役候補者であります。
なお、当社は成島由美氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引
所に届け出る予定であります。

６．当社は現在、松尾茂氏及び公文裕子氏との間で会社法第423条第１項の責任限定契約を締結
しております。両氏の再任が承認された場合、引き続き上記責任限定契約を継続する予定
であります。また、成島由美氏の選任が承認された場合、同氏とも当該契約を締結する予
定であります。
なお、その契約内容は次のとおりであります。
・社外取締役が任務を怠ったことによって損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第１

項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行につ

いて善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。
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第２号議案 当社と株式会社ヤマノプラスとの吸収合併契約承認の件

当社は、完全子会社の株式会社ヤマノプラス(以下、「ヤマノプラス」といいま

す。)を吸収合併すること(以下、「本合併」といいます。)を2025年５月15日の当

社取締役会にて決定いたしました。本合併に伴い、当社においては合併差損が生

じることが見込まれるため、会社法第796条第２項但書及び第795条第２項第１号

の規定により、本議案において、吸収合併契約の承認をお願いするものでありま

す。

１．合併の目的

美容事業においては、2022年10月に、それまで当社の美容部門及び美容事業を

運営する子会社２社に分割されていた経営体制を見直し、子会社1社に統合いたし

ました。これに伴い、社名をヤマノプラスに改め、機動的かつ迅速な意思決定を

行う組織体制へと整備し、収益力の向上に取り組んでまいりました。現在は、全

国に、ファミリー層・中高年層を中心とした低中価格帯の美容室、20代～30代女

性を中心とした中高価格帯の美容室を、直営型で67店舗、ＦＣ契約型で５店舗、

さらに中高年層を中心とした中高価格帯のネイルサロンを直営型で4店舗を展開し

ており、これら多様なサロン形態を有する強みを活かし、顧客ニーズや店舗エリ

アの環境変化に対応した運営を行っております。

しかしながら、2023年度末現在の全国の美容施設数は約27万施設※を超え、オー

バーストア化が進行する中、美容市場の競争は一層激化しており、今後、ますま

す差別化が求められる市場環境であると認識しております。

今期は、事業ポートフォリオの最適化に向け、２つの事業セグメントへの再編

を計画しております。新規事業である「教育事業」「リユース事業」「４月１日付

グループ入りした薬師スタジオ」「６月２日付グループ入りするニューヨークジョ

ーエクスチェンジ」を１つの事業セグメントとし、成長ポテンシャルを持つ新領

域への成長投資を加速させます。一方、オーガニック事業である「美容事業」「和

装宝飾事業」「ライフプラス事業(旧ＤＳＭ事業事業)」を１つの事業セグメントと

し、自社の競争優位性を向上させ、収益の安定化及びＣ／Ｆの最大化を推進し、

事業基盤の強化を図っていきます。

今回のヤマノプラスの吸収合併は、事業ポートフォリオの最適化に向けた取り

組みの一環として位置付けています。

和装宝飾事業と美容事業のシナジーをさらに高めるべく、顧客接点の拡大に向

けた商品・サービス提供力の強化、人財の相互交流による販売力・提案力の向上、

管理業務の効率化によるプロセス最適化を推進してまいります。

なお、ヤマノプラスは、債務超過会社であり、承継する債務が承継する資産を

上回るため、本合併の実施にあたり株主総会のご承認をお願いするものでありま

す。
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２．合併契約の内容の概要

合 併 契 約 書 (写)

株式会社ヤマノホールディングス（以下「甲」という）と甲の子会社である株式会

社ヤマノプラス（以下「乙」という）とは合併に関し、次のとおり契約を締結する。

第１条（合併の方法）

甲及び乙は、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として、次条以下

の条件に従って合併（以下「本合併」という）する。

第２条（商号及び住所）

甲及び乙の商号及び住所は、以下のとおりである。

(1) 甲 （吸収合併存続会社）

商 号 株式会社ヤマノホールディングス

住 所 東京都渋谷区代々木一丁目３０番７号

(2) 乙（吸収合併消滅会社）

商 号 株式会社ヤマノブラス

住 所 東京都渋谷区代々木一丁目３０番７号

第３条（本合併に係る割当て）

甲は、乙の発行済株式の全部を有するので、本合併による一切の対価の交付

は行わないものとする。

第４条（資本金及び準備金の額）

甲は、乙の発行済株式の全部を有するので、本合併による資本金及び準備金

は増加しないものとする。

第５条（合併承認株主総会）

甲及び乙は、2025年６月27日にそれぞれ株主総会を開催し、本契約の承認及び

合併に必要な事項に関する決議を得るものとする。但し、諸手続の進行状況に

応じ必要があるときは、甲乙間において協議の上、この期限を変更することが

できる。

第６条（合併の効力発生日）

合併の効力発生日は、2025年10月１日（以下「効力発生日」という）とする。

但し、効力発生日の前日までに合併に必要な手続きが遂行できないとき、その

他本合併手続きの進行に応じ必要あるときは、甲及び乙において協議の上、会

社法の規定に従い、これを変更することができる。
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第７条（会社財産等の引継）

１ 乙は、2025年９月30日現在の貸借対照表、その他同日現在の計算を基礎とし

た最終の資産、負債及び権利義務を効力発生日において甲に引き継ぐ。

２ 乙は、2025年９月30日最終の資産及び負債の状況を示す計算書（承継貸借対

照表）を作成し、甲に交付する。

第８条（会社財産の善管注意義務）

甲及び乙は、本契約締結後合併の効力発生日に至るまで、善良な管理者の注意

をもってその業務を運営し、かつ、一切の財産を管理すべきものとし、その業

務または財産に重大な影響を及ぼす行為をする場合には、事前に協議の上、そ

の合意のもとに行わなければならない。

第９条（経費負担）

合併統合において、発生する甲と乙の合併及び解散のために支出すべき費用は、

すべて甲の負担とする。

第10条（従業員の待遇）

甲は、合併効力発生日に、同日現在乙に勤務する従業員を甲の従業員として、

引き続き雇用する。但し、勤続年数については、乙における年数を通算するも

のとし、その他の取扱いについては、甲乙協議の上決定する。

第11条（退任役員の取扱い）

乙の取締役であって、合併に際して、甲の取締役に就任しない者があるときは、

その者に対する退任手続等に関する取扱いは、あらかじめ甲乙協議の上、決定

する。

第12条（合併条件の変更、合併契約の解除）

本契約締結の日から合併の効力発生日に至るまでの間において、甲又は乙の天

災地変その他の重大な事由により、その資産状態又は経営状態に重要な変動が

生じた場合又は生じるおそれがある場合、甲乙協議の上、甲乙の株主総会にお

ける承認を経ることなく、その取締役会決議により、本契約の解除、又は条件

の変更を行うことができる。

第13条（規定外事項）

本契約に定めるもののほか、合併に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従って

甲乙協議の上これを決定する。

本契約の成立を証するため、契約書１通を作成し、甲乙は記名押印のうえ、甲

が原本を保管し、乙が写しを保有する。
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2025年５月15日

甲 ： 東京都渋谷区代々木一丁目30番７号

株式会社ヤマノホールディングス

代表取締役 山 野 義 友 ㊞

乙 ： 東京都渋谷区代々木一丁目30番７号

株式会社ヤマノプラス

代表取締役 山 野 義 友 ㊞

３．会社法施行規則第191条各号に掲げる事項の概要

（1）会社法第749条第１項第２号及び第３号に掲げる事項について定めの相当性

に関する事項

当社は、吸収合併消滅会社であるヤマノプラスの発行済株式の全部を取得し

ており、本合併に際しては株式その他の対価の交付は行いません。また、本合

併による当社の資本金及び準備金の額の変動はありません。

（2）ヤマノプラスの最終事業年度に係る計算書類等の内容

以下のとおりであります。
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第 11 期 事 業 報 告

自 2023年４月１日

至 2024年３月31日

１．企業集団の現況に関する事項

（1） 事業の経過及び成果

当事業年度における美容業界を取り巻く環境は、新型コロナウイルス感染症の鎮静

化により、行動制限の緩和や経済活動の回復の兆しが見える一方、ウクライナ情勢の

長期化によるエネルギーコスト、材料コストの高騰が進行し依然として厳しい状況に

ございます。

美容業界におきまして、オーバーストア状況による競争の激化、美容師の獲得 難

が続いております。

そのような状況の下、当社においては、順次営業再開しましたが、消費者の巣ごも

りや節約意識の高まり、来店周期の長期化が進み、依然として厳しい状況が続いてお

り、不採算店舗の閉鎖、技術・サービス向上に着手しました。

また、2022年10月に美容事業３部門（株式会社Ｌ.Ｂ.Ｇ・株式会社みうら・株式会

社ヤマノホールディングス美容事業)の営業を統合し、商号を株式会社Ｌ.Ｂ.Ｇから株

式会社ヤマノプラスに改め、新たなスタートを切り、各部門が持つ特色を活かしつつ、

事業環境の変化により機動的かつ迅速に対応できる体制を整えました。

この結果、売上高は1,931,475千円（前期比56.0%増）となり、営業利益は6,216千円

（前期比106.7%増)、経常利益20,383千円（前期比3,258.4%増）、当期純利益は11,784千

円（前期は当期純損失24,568千円）となりました。

（2） 資金調達の状況

当事業年度においては、長期借入金の返済を35,880千円実施しております。

(3) 対処すべき課題

当社は今後も新型コロナウイルスの影響の長期化が懸念される中、顧客の来店促進

対策や新メニューの開発、PB商品の販売強化による客単価アップの施策を中心に講じ

ております。

また前期より人員不足の店舗も見受けられ、採用の強化対策として社内紹介制度の

拡充や社員寮の設置による地方からの採用を活性化することで採用難の店舗での採用

を強化していきます。
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店舗の集客対策としては、SNSによる美容情報の発信や、動画によるお客様向けの自

宅でできるヘアケア情報の発信を強化します。

巣ごもりによるSNS閲覧時間の増加傾向がある中で、新規集客と顧客とのオンライン

上でのつながりを目的とした取り組みを進めております。

客単価対策としては、複合メニューの商材を増やし、お客様が選べるクーポンを作

成し、同じメニューのクオリティを高め単価を上げていきます。教育として、コロナ

禍で行えなかった集合教育を再開し早期育成に取り掛かります。

美容師の独立志向が強まる現状も加味し、FCオーナー制度を再度見直しを行いFC化

を促進してまいります。

(4) 財産及び損益の状況
（単位：千円）

区 分
第 ８ 期
(2020年度)

第 ９ 期
(2021年度)

第 10 期
(2022年度)

第 11 期
(2023年度)

売上高 681,917 522,858 1,238,081 1,931,475

経常利益又は経常損失(△) △39,939 △42,441 606 20,383

当期純利益又は当期純損失
(△)

△77,907 △68,804 △24,568 11,784

１株当たり当期純利益１株
当たり当期純損失(△)

△1,558,144円
64銭

△1,376,093円
00銭

△491,367円80銭 235,684円72銭

総資産 196,303 87,964 279,501 293,817

純資産 △175,032 △243,837 △268,405 △256,621

１株当たり純資産
△3,500,649円

24銭
△4,876,742円

24銭
△5,368,110円4銭

△5,132,425円
32銭

(注)１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失は、期中平均発行済株式総数に

より算出しております。１株当たり純資産額は、期末発行済株式総数により算出

しております。

(5) 重要な親会社及び子会社の状況

親会社との関係

当社の親会社は株式会社ヤマノホールディングスであります。

同社は、当社の株式50株（持株比率100％）を保有しております。

(6) 主要な事業内容（2024年３月31日現在）

美容室及びネイルサロンの経営を行っております。
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(7) 主要な事業所（2024年３月31日現在）

本社 東京都渋谷区代々木1丁目30番7号 ヤマノ24ビル2Ｆ

営業店舗

所在地 店舗数 所在地 店舗数 所在地 店舗数

北海道 2 岩手県 1 宮城県 2

栃木県 1 埼玉県 8 千葉県 13

東京都 29 神奈川県 4 新潟県 1

岐阜県 1 兵庫県 10 大阪府 3

計 75

(8) 従業員の状況（2024年３月31日現在）

従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

193名（137名） ２名増 43.6歳 10年２ヶ月

注 従業員数は就業人員であり、パートは( )内に外数で記載しております。

２．会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 200株

(2) 発行済株式総数 50株

(3) 株主数 １名

(4) 大株主

株 主 名
持株数

(普通株式)
持 株 比 率

株式会社ヤマノホールディングス 50株 100.0％

３．会社役員に関する事項

取締役及び監査役の状況

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 山野義友 株式会社ヤマノホールディングス代表取締役社長

取締役 岡田充弘 株式会社ヤマノホールディングス取締役専務執行役員

取締役 藤井裕之 株式会社ヤマノホールディングス執行役員

取締役 小森健太郎

監査役 金木俊明 株式会社ヤマノホールディングス監査役
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貸 借 対 照 表
(2024年３月31日現在)

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

仮 払 金

前 払 費 用

未 収 入 金

立 替 金

未 収 法 人 税 等

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 付 属 設 備

工 具 器 具 備 品

資産除去債務固定資産

無 形 固 定 資 産

電 話 加 入 権

投 資 そ の 他 の 資 産

敷 金 及 び 保 証 金

長 期 未 収 入 金

長 期 前 払 費 用

224,787

61,649

76,496

33,439

2,250

40,140

9,811

999

0

69,029

21,966

9,491

2,871

9,603

0

0

47,062

35,162

11,300

599

流 動 負 債 263,440

買 掛 金 13,787

1年内返済予定の長期借入金 35,880

未 払 金 119,687

未 払 費 用 1,949

未 払 法 人 税 等 3,183

未 払 消 費 税 等 4,664

未 払 事 業 所 税 等 2,067

前 受 金 7,823

預 り 金 5

資産除去債務(1年以内) 5,549

グ ル ー プ 預 り 金 68,843

固 定 負 債 286,997

長 期 借 入 金 189,280

預 り 保 証 金 7,300

資 産 除 去 債 務 87,094

繰 延 税 金 資 産 3,322

負 債 合 計 550,438

(純 資 産 の 部)

株 主 資 本 △256,621

資 本 金 500

利 益 剰 余 金 △257,121

そ の 他 利 益 剰 余 金 △257,121

繰 越 利 益 剰 余 金 △257,121

純 資 産 合 計 △256,621

資 産 合 計 293,817 負 債 及 び 純 資 産 合 計 293,817
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損 益 計 算 書

( 2023年４月１日から
2024年３月31日まで )

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 1,931,475

売 上 原 価 150,272

売 上 総 利 益 1,781,203

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,774,987

営 業 利 益 6,216

営 業 外 収 益

受 取 利 息 0

雑 収 益 20,519 20,519

営 業 外 費 用

支 払 利 息 2,178

雑 損 失 4,173 6,352

経 常 利 益 20,383

特 別 利 益

そ の 他 特 別 利 益 300 300

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 0

減 損 損 失 4,906

店 舗 閉 鎖 損 失 1,774 6,680

税 引 前 当 期 純 利 益 14,002

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,183

法 人 税 等 調 整 額 △964 △2,218

当 期 純 利 益 11,784
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株主資本等変動計算書

( 2023年４月１日から
2024年３月31日まで )

(単位：千円)

株 主 資 本

純 資 産
合 計

資 本 金

利 益 剰 余 金

株 主 資 本
合 計

そ の 他 利 益
剰 余 金 利 益 剰 余

金 合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 500 △268,905 △268,905 △268,405 △268,405

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 ― 11,784 11,784 11,784 11,784

当 期 変 動 額 合 計 ― 11,784 11,784 11,784 11,784

当 期 末 残 高 500 △257,121 △257,121 △256,621 △256,621

4.個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．たな卸資産の評価基準及び評価方法

商 品 ························· 最終仕入原価法

２．固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 (リース資産を除く)

建物（付属設備を除く）については定額法、それ以外の有形固定資産につ

いては定率法によっております。

なお主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物及び構築物 8～15年

工具器具備品 5～15年
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監 査 報 告 書
2023年４月１日から2024年３月31日までの、第11期事業年度における取締役の

職務の執行に関して、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私は、取締役、内部監査部門及びその他の使用人等と意思疎通を図り、情報の

収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席

し、取締役及び使用人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ

て説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務

及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る

事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計

算書類 （貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及び

その附属明細書について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正し

く示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する

重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、会社の財産及び損益の状況をすべての重

要な点において適正に表示しているものと認めます。

2024年５月13日

株式会社ヤマノプラス

監査役 金木俊明 ㊞

（3）合併当事会社における最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分等

該当事項はありません。

以 上
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新宿
髙島屋 丸ノ内線・副都心線・

都営新宿線

新宿駅新宿駅

小
田
急
線

京
王
線

E8

新宿三丁目駅新宿三丁目駅

新南口

ベルサール新宿南口
（住友不動産新宿南口ビル）

株主総会会場案内図

会場 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目31番11号

住友不動産新宿南口ビル４階

●交通「新宿駅」新南口より徒歩４分(ＪＲ線・大江戸線・小田急線・京
王線・京王新線)
「新宿三丁目駅」Ｅ８出口より徒歩２分(丸ノ内線・副都心線・都
営新宿線)

(お車でのご来場はご遠慮ください)
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